
校舎新築（電気設備）工事

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校



訂正 件名

図面名 図面番号縮尺図面名

件名
岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等

学校校舎新築（電気設備）工事

A3版 

A1版 図面リスト CS-000

図面番号 図面名称 縮尺

電灯設備・誘導灯設備　教室棟　1階平面図

動力制御盤負荷表（4）

動力制御盤負荷表（3）

実験盤動力制御盤負荷表（1）

動力制御盤結線図

幹線・動力設備　屋上平面図

幹線・動力設備　4階平面図

幹線・動力設備　3階平面図

幹線・動力設備　1階平面図

幹線・動力設備　ピット平面図

電灯・動力幹線系統図

高圧幹線・接地系統図

太陽光発電設備　機器配置図

太陽光発電設備　機器姿図

太陽光発電設備　単線結線図

太陽光発電設備　仕様書

受変電設備　配電盤負荷表（2）

受変電設備　配電盤負荷表（1）

受変電設備　単線結線図

受変電設備　機器配置図・機器姿図

電気設備工事 特記仕様書-1

共通特記仕様書-2

共通特記仕様書-1

共通設計概要書

EP-011

EP-010

EP-005

EP-004

EP-003

EP-002

EP-001

ES-003

ES-002

ES-001

CS-003

CS-002

CS-001

1/200

1/100

1/100

1/100

1/100

電灯分電盤負荷表（4）

電灯分電盤負荷表（3）

電灯分電盤負荷表（2）

電灯分電盤負荷表（1）

コンセント設備　4階　実験棟　詳細図(2)

コンセント設備　3階　実験棟　詳細図(1)

コンセント設備　2階　実験棟　詳細図(2)

コンセント設備　2階　実験棟　詳細図(1)

コンセント設備　1階　実験棟　詳細図(2)

コンセント設備　1階　実験棟　詳細図(1)

コンセント設備　校舎棟　屋上平面図

コンセント設備　校舎棟　4階平面図

コンセント設備　校舎棟　3階平面図

コンセント設備　校舎棟　2階平面図

コンセント設備　校舎棟　1階平面図

照明器具姿図（2）

照明制御系統図

電灯設備・誘導灯設備　教室棟　4階平面図

電灯設備・誘導灯設備　教室棟　3階平面図

電灯設備・誘導灯設備　教室棟　2階平面図

-

-

拡声設備　機器姿図（2）

拡声設備　機器姿図（1）

拡声設備　系統図（2）

拡声設備　系統図（1）

構内交換電話設備特記仕様書

総合盤姿図・端子盤リスト

実験盤分電盤負荷表（4）

実験盤分電盤負荷表（3）

-

-

-

-

-

-

1/500

-

-

-

-

-

-

電気設備工事 特記仕様書-2

電気設備工事 特記仕様書-3

構内配電線路・通信線路設備図

-

-

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

-

-

０３９

０３８

０３７

０３６

０３５

０３４

０３３

０３２

０３１

０３０

０２９

０２８

０２７

０２６

０２５

０２４

０２３

０２２

０２１

０２０

０１９

０１８

０１７

０１６

０１５

０１４

０１３

０１２

０１１

０１０

００９

００８

００７

００６

００５

００４

００３

００２

００１

０４０

０４９

０４８

０４７

０４６

０４５

０４４

０４３

０４２

０４１

図面名称 縮尺 図面名称 縮尺 図面名称 縮尺

０８９

０８８

０８７

０８６

０８５

０８４

０８３

０８２

０８１

０８０

０７９

０７８

０７７

０７６

０７５

０７４

０７３

０７２

０７１

０７０

０６９

０６８

０６７

０６６

０６５

０６４

０６３

０６２

０６１

０６０

０５９

０５８

０５７

０５６

０５５

０５４

０５３

０５２

０５１

０９０

０９８

０９７

０９６

０９５

０９４

０９３

０９２

０９１

１０９

１０８

１０７

１０６

１０５

１０４

１０３

１０２

１００

０９９

整理番号 図面番号整理番号 図面番号整理番号 図面番号整理番号

幹線・動力設備　2階平面図 1/200

実験盤動力制御盤負荷表（2）

分岐盤・実験盤動力制御盤負荷表（3） 

-

-

動力制御盤負荷表（1）

動力制御盤負荷表（2）

コンセント設備　4階　実験棟　詳細図(1)

コンセント設備　3階　実験棟　詳細図(2)

電灯分電盤負荷表（5）

実験盤分電盤負荷表（2）

実験盤分電盤負荷表（1）

弱電設備　校舎棟　4階平面図

弱電設備　校舎棟　3階平面図

弱電設備　校舎棟　2階平面図

弱電設備　校舎棟　1階平面図

弱電設備　校舎棟　ピット平面図

機械警備設備　系統図

電気時計設備　系統図

インターホン・トイレ呼出設備　機器姿図・系統図

構内交換設備・構内情報通信網設備・テレビ共同受信設備　系統図

電気時計設備　機器表

拡声設備　校舎棟　1階平面図

拡声設備　校舎棟　ピット平面図 1/200

1/200

拡声設備　校舎棟　4階平面図

自動火災報知設備　凡例・特記

自動火災報知設備　点数表・連動表

自動火災報知設備　系統図

自動火災報知設備　校舎棟　ピット平面図

自動火災報知設備　校舎棟　1階平面図

自動火災報知設備　校舎棟　2階平面図

図面番号整理番号 図面名称 縮尺

拡声設備　校舎棟　2階平面図 1/200

弱電設備　校舎棟　屋上平面図

照明器具姿図（1）

拡声設備　校舎棟　3階平面図

図面名称 縮尺図面番号整理番号

自動火災報知設備　校舎棟　3階平面図

自動火災報知設備　校舎棟　4階平面図

自動火災報知設備　校舎棟　屋上平面図

雷保護設備　立面図1

雷保護設備　立面図2

雷保護設備　1階平面図

雷保護設備　2階平面図

雷保護設備　屋上平面図

１０１

-

-

-

-

1/200

1/200

1/200

1/200

-

-

-

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

-

-

-

-

1/200

1/200

-

-

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

1/200

EP-008

EP-007

EP-006

EP-009

EP-016

EP-015

EP-013

EP-012

EP-014

EP-018

EP-017

EP-023

EP-022

EP-020

EP-019

EP-021

EP-025

EP-024

電灯設備・誘導灯設備　教室棟　屋上平面図

EP-028

EP-027

EP-026

EP-030

EP-029

EP-033

EP-032

EP-031

EP-035

EP-034

EP-038

EP-037

EP-036

EP-039

EP-041

EP-040

EP-043

EP-042

EP-044

EP-045

EP-046

EP-047

EP-048

EP-049

EP-050

EP-051

EP-052

EP-053

EP-054

EP-055

EC-003

EC-004

EC-005

EC-006

EC-007

EC-008

EC-009

EC-010

EC-011

EC-012

EC-013

EC-014

EC-015

EC-016

EC-017

EC-018 拡声設備　機器姿図（3） -

EC-019

EC-020

EC-021

EC-022

EC-023

１階大講義室　AV設備機器姿図（１）

１階大講義室　AV設備機器姿図（２）

-

-

２階多目的室ＡＶ設備機器姿図（１）

２階多目的室ＡＶ設備機器姿図（２）

-

-

4階音楽室　AV設備機器姿図（１）

4階音楽室　AV設備機器姿図（2）

-

-

EC-024

EC-025

EC-026

EC-027

EC-028

EC-029

EC-030

EC-031

EC-032

-

EC-033

EC-034

EC-035

EC-036

EC-037

EC-038

雷保護設備　機器詳細図 -

雷保護設備　4階平面図 1/200

EP-056

１10構内配電線通信線改修図（既設）

構内配電線通信線改修図（新設）

０50

1/100

1/100

1/100

EP-057

EP-058

EP-059

EP-060

EP-061

EP-062

EP-063

EP-064

EC-002

EC-001

1/500

1/500

共通特記仕様書-4

共通特記仕様書-3 -

-

共通特記仕様書-6

共通特記仕様書-5 -

-

CS-005

CS-004

CS-007

CS-006

１13

１12

１11

１14

防火区画図　1階平面図

防火区画図　2階平面図

EH-004

防火区画図　3階平面図

防火区画図　4階平面図

1/200

1/200

1/200

1/200

EH-001

EH-002

EH-003

１17

１16

１15

１18

EH-008

1/200

1/200

1/200

1/200

EH-005

EH-006

EH-007１19

１20

-

1/200

1/200

1/50

-

壁種別区画図　1階平面図

壁種別区画図　2階平面図

壁種別区画図　3階平面図

壁種別区画図　4階平面図



3470.76㎡

1階

総合計

合計

2階

3階

4階

各階床面積

確認の特例

特殊設備等

主な軒ウラ

主な外装

主な屋根外部仕上概要

主な天井高

主な階高

最高の軒の高さ

最高の高さ高さ

地階の階数

地階を除く階数階数

耐火区分

構造

用途区分記号

建築物等の名称

各建築物等の諸元

○S　　○A　　○B+　　●なしCASBEEランク

:○有（設計図による）　　●無耐震性能に配慮する居室

:○有（設計図による）　　●無特定天井特定天井等

○避難安全検証法　○耐火性能検証法　●なし検証法運用の有無

許可認定等

≧附置義務台数（　　　　台）

（内　機械式　　　　台）180台合　　計

（内　機械式　　　　台）台２段式

（内　機械式　　　　台）台傾斜ラック式

（内　機械式　　　　台）180台平置式●非住宅用途設置台数

≧附置義務台数（　　　　台）

（内　機械式　　　　台）台合　　計

（内　機械式　　　　台）台２段式

（内　機械式　　　　台）台傾斜ラック式

（内　機械式　　　　台）台平置式○住宅用途設置台数駐輪施設

≧附置義務台数（　　　　台）

（内　機械式　　　　台）154台合　　計

（内　機械式　　　　台）2台障害者用

（内　機械式　　　　台）台小型車用

（内　機械式　　　　台）152台普通車用●非住宅用途設置台数

≧附置義務台数（　　　　台）

（内　機械式　　　　台）台合　　計

（内　機械式　　　　台）台障害者用

（内　機械式　　　　台）台小型車用

（内　機械式　　　　台）台普通車用○住宅用途設置台数駐車施設

　　○道路高さ制限不適用　○隣地高さ制限不適用　○北側高さ制限不適用

適用がある場合の特例の区分：

建築基準法第５６条第７項の規定による特例の適用の有無：○有　●無

鉄筋コンクリート造構造

塔屋　　　階地上　　4階地下　　　階階数

11.99m18.40m最高の高さ

備考申請以外部分申請部分建築物の高さ等

6棟申請以外部分7棟申請部分建築物の数

算定式：（20,296.93／38,203.16×100=53.12％ ）容積率

20,296.93㎡3,470.76㎡16,826.17㎡延べ面積

㎡㎡㎡住宅の部分

㎡㎡㎡貯水槽の設置部分

㎡㎡㎡自家発電設備の設置部分

㎡㎡㎡蓄電池の設置部分

㎡㎡㎡備蓄倉庫の部分

238.98㎡㎡238.98㎡自動車車庫等の部分

㎡㎡㎡共同住宅の共用の廊下等の部分

31.32㎡㎡31.32㎡エレベーターの昇降路の部分

㎡㎡㎡地階の住宅の部分

20,567.23㎡3,470.76㎡17096.47㎡建物全体

備考合計申請以外部分申請部分延べ面積

算定式：（9,572.06／38,203.16×100=25.05％ ）建ぺい率

9,572.06㎡3,437.42㎡6134.64㎡建築面積

備考合計申請以外部分申請部分建築面積

7項（高等学校）消防法

08090(中学校、高等学校又は中等教育学校)08500(自転車駐車場）建築基準法主要用途

建築物等の概要

レベル（　　　　　　）○バイオハザード対応室

レベル（　　　　　　）○クリーンルーム

レベル（　　　　　　）○遮音室

レベル（　　　　　　）○防音室

防護仕様は図示による。○シールド室

防護仕様は図示による。○放射線等対象室特殊な室の仕様

室名（大講義室、校長室、応接室、相談室、音楽室等）　NC値（ 40 ）

室名（教室、事務室、職員室、多目的室等）　NC値（ 40 ）室内遮音目標値

された寸法を示す。

のこと。設計クリアランスは施工誤差等を考慮した上で得られる竣工時に確保

必要クリアランスは設計クリアランスの最小値を示し、多層に及ぶ場合は確認

：　　　　　mm免震層（垂直）

：　　　　　mm免震層（水平）必要クリアランス

：○30mm　　○50mm　　○　　　mm地下部ジョイントの

：○高さの1/50　　○高さの1/　　地上部エキスパンション

：●1/100　　〇大地震時（構造体）

：●1/200　　〇中地震時設計用層間変形角

○1.2　　●1.0　　○0.9　　○0.8　　○0.7地域係数（Ｚ）

○1.5　　○1.3　　●1.25　　○1.0重要度係数（Ｉ）

：○甲類　　●乙類建築設備

：●Ａ類　　○Ｂ類建築非構造部材

：○Ⅰ類　　●Ⅱ類　　○Ⅲ類構造体

●採用　　○非採用官庁基準の採否

●採用　　〇非採用高耐震設計

●耐震構造　　○制振構造　　○免震構造耐震構造システム耐震性能

：　　　m最高限度：　　　m最低限度許容高さ

76,406.32㎡（200％）容積（率）

22,921,89㎡（60％）建築面積（率）許容面積

設計条件（建築物等）

○重耐塩仕様●耐塩仕様塩害対策

　その他の凍害等対策と範囲は設計図による

：地表仕上げ面－0.19m　凍結深度

●要　　○不要寒冷地対策

：TP+　　　m （防水板高さ　：○1階床高さ　○　　　 ）　　防水堤水レベル

：TP+　　　m　想定冠水レベル

○要　　●不要浸水対策

TP+15.08m～18.54m地下水位

：●20N/㎡/cm　　○30N/㎡/cm　単位重量

：80cm　設計積雪量

○多雪区域●多雪区域外積雪荷重

：○50年　　●100年　　○　　年再現期間

：○Ⅰ　　○Ⅱ　　●Ⅲ　　○Ⅳ地表面粗度区分

：30m/sec基準風速（Vo）風荷重

（適用範囲：各部屋根　　　　　　　）　：24.5mm/10分瞬間降雨条件

：　　　mm/時間敷地排水設計用

：147mm/時間とい設計用設計降雨量

○有　　●無排水規制

○雨水貯留（必要雨水貯留量：　　　　m3）　○雨水浸透抑制方法

○要　　●不要雨水流出抑制

（　50）デシベル以下（早朝、夜間6時～8時、18時～22時）

（　45）デシベル以下（早朝、夜間22時～　6時）　

（　55）デシベル以下（昼間8時～18時）敷地境界線上

●有　　○無騒音規制

5m：　　　時間　10m：　　　時間　　受影面レベル：GL+　　　m周辺規制値

5m：　　4時間　10m：　2.5時間　　受影面レベル：GL+　4.0m●有　　○無
日影規制

環境

○有（位置出し、長さ　等）　　●無道路切り下げ

○有（位置出し、長さ　等）　　●無電柱支線移設

●雨水／汚水分流　　○雨水／汚水合流公共下水道

○有（　　　台）　　●無駐輪場附置義務

○有（　　　台）　　●無駐車場附置義務

敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値　　　　60％

敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値　　　　200％

（２）       ㎡

（１）38,203.16㎡敷地面積の合計

（　　　　　　60％ ）（　　　　　　　60％）（　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　）

建築基準法第５３条第１項の規定による建築物の建ぺい率

（　　　　　200％ ）（　　　　　　200％）（　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　）

建築基準法第５２条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率

用途地域等（第一種中高層住居専用地域）（準工業地域）

（２）227.10㎡　　（準工業地域）

（１）37,976.06㎡（第一種中高層住居専用地域）敷地面積敷地面積

北西側：位置指定道路第1707号　幅員：4.0m（敷地と接する部分の長さ35.7 m）

   北側：市道104水産学校線　　   幅員：5.2m（敷地と接する部分の長さ15.3m）

   東側：市道745商業高校線　     幅員：6.9m（敷地と接する部分の長さ7.22m）道路

地域・地区等

●法第２２条区域　　○法第５２条第８項適用区域その他の区域

○防火地域　○準防火地域　●指定なし防火地域

○準都市計画区域内　　○都市計画区域及び準都市計画区域外

●都市計画区域内 （ ○市街化区域　○市街化調整区域　●区域区分非設定 ）都市計画区域

設計条件（敷地）

未定
工事受注者

未定
工事監理者

聞いた者

の設計に関し意見を

代表となる建築設備

構造設計者

設計者

代理者

岩手県知事　達増　拓也

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号建築主

特定工程

工期

工事内容特記

○大規模の修繕　○大規模の模様替　○他（　　　）

〇新築　●増築（○既存　●棟別）　○改築　○移転　○用途変更工事種別

岩手県宮古市磯鶏三丁目5番１号住居表示

地名地番工事場所

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎新築工事工事名称

工事概要

・選択記入事項は●のついたものを適用し、○印は適用しない。

共通設計概要書

文書番号G73-23-20221226 共通設計概要書

校舎棟 駐輪場1～6

08090

鉄筋コンクリート造

耐火建築物

4

18.27m

16.27m

3.80m

直天

断熱アスファルト露出防水(DⅠ-1)

透湿型湿式外断熱工法

08990

アルミニウム合金造

その他

1

アルミ樹脂複合板

宮古駅

宮古市役所

計画敷地

岩手県立宮古水産高等学校

(別途工事)

JR山田線

三陸鉄道リアス線

宮古湾

至　釜石

閉伊川

至　盛岡

ケイ酸カルシウム板フッ素樹脂塗装

第一体育館（存置、改修）

08090

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

その他

1

6.7m

3.6m

3.0m

カラー鉄板(カバールーフ工法)

吹付タイル

吹付タイル

238.98㎡

㎡

㎡

㎡

238.98㎡

1,402.38㎡

㎡

㎡

㎡

1,402.38㎡

柔剣道場(存置、改修）

08090

鉄骨造

その他

1

4.3m

2.5m

長尺ガルバリウムカラー鋼板

弾性アクリルリシン吹付

フレキシブルボード

356.00㎡

㎡

㎡

㎡

356.00㎡

第二体育館(存置、改修）

08090

鉄骨造

その他

1

11.99m

8.92m

長尺カラー鋼板瓦棒葺

角波カラー鉄板

フレキシブルボード

736.00㎡

㎡

㎡

㎡

736.00㎡

プール付属棟(存置)

08090

鉄筋コンクリート造

その他

1

3.47m

長尺カラートタン

アクリルリシン吹付

アクリルリシン吹付

95.00㎡

㎡

㎡

㎡

95.00㎡

セミナーハウス(存置)

08090

木造

その他

2

9.134m

8.9m

3.15m

2.6m

351.94㎡

204.54㎡

㎡

㎡

556.48㎡

レスリング場(存置)

08090

鉄骨造

その他

1

7.08m

5.0m

長尺ガルバリウム鋼板瓦棒葺

窯業系防火サイディングVP

フレキシブルボードVP

325.00㎡

㎡

㎡

㎡

325.00㎡

建築面積 238.98㎡ 1,402.38㎡ 387.65㎡ 839.09㎡ 95.00㎡ 361.31㎡ 351.99㎡

カラーステンレス鋼板

窯業系押出セメント板

石綿セメントフレキシブル板VP塗装

給水ポンプ室

08500

鋼板製（不燃構造）

その他

1

5.020m

鋼板＋エポシキ樹脂塗装

1

9.79㎡

㎡

㎡

㎡

9.79㎡

9.79㎡

鋼板＋エポシキ樹脂塗装

17,096.47㎡

総合計 6134.64㎡ 3,437.42㎡

5243.42㎡

4702.37㎡

3978.19㎡

2923.72㎡

16,847.70㎡

5856.23㎡

連絡歩廊1～2

08090

アルミニウム合金造

その他

1

3.185m

ガルバリウム鋼板

0㎡

㎡

㎡

㎡

0㎡

29.64㎡

20,567.23㎡

13.69m 7.7m 4.36m

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

共通設計概要書
A1版

A3版

 NS

 NS
CS-001

案　　内　　図
0 3km

岩手県宮古市磯鶏三丁目91番1ほか

25.05％

53.12％



る。

生した不具合は受注者の責任において対応する。この場合の保証期間は国内製品と同等とす

ｃ．海外製の機器・材料・製品等を使用する場合は、完成引渡し後、通常の建築管理条件下で発

を得て使用することができる。

は取扱いをし、補修・定期点検等のアフターサービスができる体制にある場合は、監理者の確認

ｂ．機器・製品において、国内の製造者が海外製の製品等を使用して国内製品として組立販売又

を得る。

し、設計図書に定められた品質・性能を有していることを証明する資料を監理者に提出し、確認

ａ．海外製の機器・材料・製品等を使用する場合は、あらかじめそれらが日本国の関係法令に適合

海外調達

1.4.7

ｈ．内外材料色調等検討用パネル作成：　●あり　　○なし

施工時期施工場所数量（見本）材料、工法工事種目

ｇ．見本施工箇所

は、受注者負担とする。

ｆ．発注者、監理者の場外立会検査及び場外試験の立ち合いに要する交通費、宿泊費等の実費

は、協議の上、上記以外の項目についても場外立会検査を行う。

ｅ．設計変更等により、監理者が騒音、振動や性能機能上、場外立会検査が必要と判断した場合

ｄ．場外立会検査にあたり、試験内容は監理者の確認を得る。

ｃ．場外立会検査及び場外試験の立会いについては各工事特記仕様書を参照する。

の検査を受ける。なお、監理者の検査に必要な資機材・労務等を提供する。

ｂ．設計図書に監理者の検査の定めがある場合、自主検査に合格後、検査記録を提出し、監理者

法等の確認をもって自主検査とすることができる。

　　2）配線・配管・小型器具・雑材料その他の軽微なものは、こん包等の表示による材質・呼称寸

能の証明となるものの確認をもって自主検査とすることができる。

　　1）量産品あるいは標準品で実測値等が整備されているものは、性能表又は能力計算書等性

了した時点で、種別ごとに自主検査を行い、検査記録を監理者に提出する。

ａ．機器・材料は、現場に搬入した時点あるいは必要に応じて製作工場における製造又は組立が完

材料の検査等

1.4.4

ｅ．内外装仕上サンプルボードの作成を行うこと。

行われた場合は、監理者と協議する。

力、ガス、水道等の供給事業体の規格の改定、又は材料、機器製造者の製品番号の変更等が

ｄ．工事期間中に、設計図書が準拠したＪＩＳ、ＪＡＳの他の規格類の改訂及び追加、官公署及び電

　　●日本塗料工業会　「塗料用標準色　最新版」　（ワイド版）　１冊

見本帳として、次を準備する。

ｃ．材料・製品・機器類の色合いに関する見本塗板作成に際し、各製造者等への色調指示用の色

が所定の品質及び性能を有することの証明となる資料を提出し、監理者の承認を受ける。

ｂ．機器・材料に関する設計図書の記載に「同等」「程度」等とある場合は、選定された機器・材料

る。

規格類、官公署及び電力・ガス・水道等の供給事業体の各種規格等は、最新のものを適用す

ａ．設計図書が準拠した日本産業規格（以下、JISという）、日本農林規格（以下、JASという）その他

材料の品質等

1.4.2

● 4節　機器及び材料

のとおりに復旧する。

　　2）工事目的物の施設又は設備の一部を工事用に使用した場合は、設計図書の定める条件

　　1）工事に伴い損傷を生じた既存の施設・工作物・舗装・樹木等は、原状に復旧する。

を行う。

ａ．工事の完成に際しては、共仕[1.6.1]による通知又は請求に基づく検査までに次の損傷復旧等

後片付け

1.3.13

監理者の承認を受けたうえで、原状に準じて補修・復旧する。

ｂ．工事施工に際し、既存施設部分を汚損した場合は、監理者に報告し、補修方法・時期について

告し、復旧方法について監理者と協議のうえ、復旧する。

ａ．既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等が汚損を受けた場合は、速やかに監理者に報

養生

1.3.12

ｂ．土壌調査：本工事に　●含まない　○含む（別紙による　　）　

ａ．障害物の処理費：本工事に　●含まない　○含む（別紙による　　）　

　○(エ)フロン回収（既存パッケージ等）：　○有　●無

　　　　○処理方法：

　　　　○飛散性アスベスト　　　○ＰＣＢ　　　○　　　　○

　●(イ)特別管理産業廃棄物：　○有　〇無

　　　　○（　　　　　　　　）　○（　　　　　　　　　）○（　　　　　　　　）　

　○(ウ)現場において再利用を図る発生材：　○有　〇無

　　　　○引渡時期：

　　　　○保管場所：

　●(ア)発注者に引き渡しを要する発生材：　○有　〇無

(2)発生材の処理は次による

発生材の処理等

1.3.11

としている工種については、選定について監理者と協議する。

ｃ．設計図書に専門工事業者名の記載がない工種について、設計図書で「専門工事業者による」

理者の承認を受ける。

る場合は、これに適合する製造者を選定して、条件に適合することを証明する資料を提出し監

ｂ．設計図書に製造者名の記載がない機器・材料で、設計図書に機器・材料の仕様が示されてい

する。

ａ．機器・材料製造者及び専門工事業者は、下請業者選定届、資材業者選定届を監理者に提出

工事業者の選定

製造者及び専門

1.3.14

　　○なし　　　●あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

ｂ．前号及び共仕［1.3.5］以外の施工条件は次による。

監理者に報告する。

2）休日・祝日又は夜間に施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面によって発注者及び

という）に、作業内容、作業日・時間等についての定めがある場合は、それを遵守する。

1）設計図書又は工事現場近隣の住民との間で交わされる工事に関する協定（以下、近隣協定

ａ．施工時間等は、次による。

施工条件

1.3.5

　　●適用する　　　○適用しない

(1)電気保安技術者

電気保安技術者

1.3.3

とを証明する資料を監理者に提出し、確認を得る。

業及び溶融亜鉛めっき高力ボルト接合については、施工管理技術者の能力を有する者であるこ

ａ．場所打ちコンクリート杭地業、Ⅰ類コンクリートの製造工場、鉄骨製作工場、鉄骨工事の溶接作

施工管理技術者

1.3.2

ｅ．主任技術者及び監理技術者は、現場ごとに専任で置く

ｄ．主任技術者又は監理技術者の資格は、建設業法による。

　　　●印が複数ある場合は、そのいずれかの資格を適用する。

　　　●を適用する

○●●●●技術士（各専門部門に適用）

●●●建築設備士（建築設備技術者協会）

○昇降機検査資格者

●電気主任技術者

●●●１級施工管理技士（各専門部門に適用）

●１級建築士

昇降機電気衛生空調建築資格

ｃ．現場勤務者：工事請負契約書に定める現場代理人は、下記の資格を有するものとする。

ｂ．監理者が指示した場合は、それに基づいて工事運営及び施工管理を行う。

を監理技術者として専任すること。

理人が一級建築士の有資格者でない場合は、当該現場に常駐する他の一級建築士有資格者

ａ．建築の現場代理人が一級建築士有資格者の場合は監理技術者を兼務できる。なお、現場代

施工管理

1.3.1

● 3節　工事現場管理

やかに記録を作成して監理者に報告する。

ｂ．立会いによる監理者の検査又は施工・試験等への監理者の立会いを受けた場合は、終了後速

監理者に報告する。

ａ．検査、試験又は設計図書に定められた確認等を行った場合は、終了後速やかに記録を作成し、

工事の記録等

1.2.4

ｇ．施工図担当責任者を選任し、監理者に報告する

ｆ．分離発注の場合は建築工事受注者が主体となって他業種受注者との取合い調整をはかる

る。

ｅ．総合図の承認を得た後、工事毎に作成する施工図、製作図及び躯体図にその内容を反映させ

合図にその情報を盛り込む

ｄ．発注者直接工事においても、監理者と協議の上、本工事全体工事工程に支障がでないよう総

ｃ．総合図の作成方法は監理者の「工事監理文書作成要領」による

する。

ｂ．総合図は床壁総合図、天井総合図、展開総合図、立面総合図、外構総合図等区分して作成

総合図を作成し、監理者に提出し、承認を得る。

別施工図・製作図作成の適正化、効率化、そして施工情報の一元化をはかることを目的として

ａ．各種施工図作成前に建築、設備その他関連する工事の全体概要と相互関係を把握し、工種

施工図

1.2.3

ない。減額となる場合の処理については監理者と協議の上決定する。

り優れた提案がある場合は、監理者と協議する。この場合原則として請負代金額の増額は認め

b．設計図書に定める所要の品質及び性能を確保した上で、定められた材料、工法等に代わる、よ

告する。

a．設計図書に記載のない仮設等の工法については、受注者の責任において決定し、監理者に報

施工計画書

1.2.2

　　竣工前（〇1ヶ月前　○2ヶ月前　○3ヶ月前　　　　　　　     ）　

ｇ．概成工期は次による。

　　５）色彩計画（外装関係と内装関係等に分けて計画する）　

　　４）発注者直接工事分の仕様決定期限とその項目

　　３）発注者が意思決定しなければならない項目

　　２）工事の基本的な流れを左右する主な工種別施工計画書・製作図・施工図

　　１）概略の工事基本工程

昇降機等の機器製作図の承認期限についても十分配慮する。

ｆ．もの決め工程表は、次の内容を記載する。工程の作成に当たっては建築、電気設備、機械設備、

ｅ．分離発注の場合は、主体工事の全体工程にあわせて他業種受注者の工程も一緒に表現する。

に表現する。また、受注者間及び工事別受注者間で十分に取り合いを調整した上で作成する。

ｄ．全体工程表の表現方法は、原則としてネットワーク形式で作成し、クリティカルパスが分かるよう

間出来高曲線を記入する。

・給水開始・各竣工検査項目等の基本となる工事工程のみ記入する。また、工程表には予想月

ｃ．基本工程表は、建築、電気設備、機械設備、昇降機等の主要工事及び外部足場解体・受電

ｂ．全体工程表に先立ち、基本工程表を作成する

ａ．実施工程表とは、「基本工程表」、「全体工程表」及び「もの決め工程表」をいう。

実施工程表

1.2.1

● 2節　工事関係図書

ｄ．建物経年調査期間中は受注者の責任において対応を行うこと。

ｃ．調査終了後速やかに調査の結果を記録し、発注者及び監理者に提出する。

協議する。

ｂ．前号の調査の実施時期及び具体的な実施要領は、受注者等が立案し、発注者及び監理者と

特仕他章の記載によるほか、1年目及び2年目の2回行う。

工事全般について契約不整合及び損耗に関する調査を行う。なお、調査の回数及び時期は、

ａ．工事目的物を発注者へ引き渡したのち、工事請負契約書に定める建物経年調査の期間内に、

建物経年調査

1.1.18

ものとする。

ｃ．前々号、前号で行う会議等の開催は、監理事務所に準備したＩＣＴ環境を用いたＴＶ会議による

やかに記録を作成し、監理者に提出する。

ｂ．前号の会議や発注者との総合図確認会議・ヒアリングまたは打合せを行った場合は、終了後、速

協力する。

ａ．受注者は監理者が指示する各種会議・打合せ等に出席し、場所・機材を提供するなど、開催に

会議等

1.1.17

行い、監理者の確認を受ける。

ｅ．契約時に受注者の提案により採用されたＶＥ提案等については、契約書への反映を受注者にて

負う。

る品質上・性能上・安全上の不具合がある場合は、そのやり直し及び修補等の負担は受注者が

ｄ．工事に用いられた、又は工事目的物に組み込まれた製品の欠陥、又はこれに類する原因によ

責は受注者が負う。

ｃ．機器・材料・工事が工事請負契約・設計図書に合致しない場合は、そのやり直し及び修補等の

より行う。

査等の合理的方法により行う。なお、監理者の立会検査は、原則として全数ではなく抽出に

2）監理者の検査は、立会いにより、又は受注者等の自主検査記録・工事写真記録その他の審

・自主検査の適正さを確認するために行う。

1）監理者の検査は、工事請負契約及び設計図書に基づいて、受注者等による品質管理・確認

ｂ．機器・材料・工事に対する監理者の検査は、次による。

1）監理者の承認は、受注者による品質管理・確認の適切さを確認するために行う。

ａ．機器・材料・工事についての施工図・見本等に対する監理者の承認は、次による。

査等

監理者の承認・検

1.1.16

・後片付け等を受注者の責任において行う。

ａ．工事用機器、材料等の取入れに必要な搬入口及び通路の設置とそれに伴う補強、養生、復旧

業・材料等

工事に付帯する作

1.1.15

はしない。

置、取付け方法等の軽微な変更は、監理者の指示によって行う。この場合、請負代金額の増減

ｇ．部品、部位相互間の納まり、取り合いの調整、又は、工法等の関係で、材料、寸法、取付け位

　　●建築物省エネ計算書の変更

　　●変更申請図面、変更計算書

ｆ．設計変更の際には、下記の書類一式の作成支援、協力を行う。

の工事単価とする。

ｅ．増減内訳書における工事単価は、見積要領書に別の定めのある場合を除き、工事請負契約時

等がある。

ｄ．契約金額の増減が確認できる根拠資料には図面、計算書、数量調書、メーカー見積、内訳書

を受ける。

額の増減を明示した請負代金増減内訳書（以下、増減内訳書という）を提出し、監理者の確認

ｃ．前号の場合において請負代金額の変更を伴う場合は、そのつど施工に着手する前に請負代金

ｂ．発注者の指示による設計変更にかかわる工事は、監理者の指示によって行う。

なければならない。

作成して整理する。その内容は、発注者、監理者及び受注者の同意が得られたものになってい

ａ．質疑回答書及び課題整理表にて整理した結果、設計変更となった内容は設計変更管理表を

設計変更

1.1.14

ａ．関連法規等に該当する項目について調査、整理し、監理者に提出する。

守

関係法令等の遵

1.1.11

告し、協議する。

る。万が一、第三者の権利を侵害するようなことが生じた場合は、すみやかにその旨監理者に報

るような場合は、あらかじめその権利の使用に対する必要な手続きを行った後に、これを採用す

b．第三者の特許権に対する注意：材料、機構、構法などが第三者の所有する知的所有権に触れ

原則として請負代金額の増額及び工期の延長は認めない。

工事請負契約後に発見されたものは、すみやかに監理者に報告しその指示を受ける。この場合、

ａ．設計図書に関する疑義は、工事請負契約前に質問回答書をもって確かめておかねばならない。

等

疑義に対する協議

1.1.8

関係者と共に工事全体の円滑な施工に務めること

ｃ．施工上密接に関連する工事については、別契約であっても、監理者の調整に協力し、当該工事

う。

ｂ．施工図・施工計画書等の作成に際し、関連工事との取合い・納まり等について必要な記載を行

4)関連工事用の機器・材料の取込みに必要な搬入口・通路等の設置・確保

3)障害となる仮設物の取除き、貫通孔等の設置、ボルト・インサート等の取付け

2)足場・運搬設備・揚重設備・工事用電力・工事用給排水等の利用

1)関連工事を行う場所への出入り及び安全管理

する費用の負担は、当該関連工事の受注者と協議する。

ａ．別に定めのない限り、関連工事の受注者に対し、次のものについて便宜を供与する。これらに要

関連工事の調整

1.1.7

外に利用してはならない。

本設計業務受託業者と貸与についての契約を別途取り交わす。なお、設計図のCADデータを目的

ｅ．施工図や完成図を作成するために設計図のCADデータを利用する場合は、監理者に申し出て、

電子的媒体による文書データを添えて提出する。

ｄ．監理者に提出する書類（図面を除く）は、監理者と協議のうえ指定コンピュータソフトにより作成し、

こと。

ｃ．受注者は契約図に明記がなくとも法規上、技術上、施工上必要な性能に関する事項を見込む

料を提出して監理者と協議する。

して監理者の承認を受けること。また、設計図書等に指定がない場合は、その判定に必要な資

ｂ．設計図書等の「○○程度」又は「同等以上」と記載がある場合はその判定に必要な資料を提出

行と完成に必要なすべてのものを供給する。

等に示された情報をもとに、工程を考慮のうえ、責任を持って施工図を作成し、工事の適切な遂

ａ．設計図書等は、主要な部位・事項についての設計意図を示すものであり、受注者は、設計図書

扱い

設計図書等の取

1.1.6

行う。

ｋ．受注者の起因により省エネ法の届け出に変更が生じた場合は、届出書類の作成は受注者にて

に関する、納入仕様書、施工記録書、自主検査記録等。

2）空調・換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電設備、コージェネレーション　システム等

1）外皮（外壁、窓、断熱材等）に関する、施工計画書、施工記録書、製品ラベル等

ｊ．「省エネ基準監理報告書」を作成するために必要となる下記資料を提出する。

用一式を含む）は、受注者負担とする。

ｉ．工事に必要な諸手続（各種システム評定などを含む）及び費用（交通費，実験及び資料作成費

ｈ．前号の修補に直接要する費用は受注者の負担とする。

結果を監理者に報告する。

ｇ．前号の検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに修補し、必要な手続を行い、その

を受け、その結果を監理者に報告する。

ｆ．関係官公署その他関係機関の立会い検査を必要とするものは、監理者と打ち合わせのうえ検査

注者負担とする。

専門工事業者が発注者の代行者として行う。また、届出にかかる費用は当該昇降機工事の受

ｅ．昇降機設備に関する省エネ法（エネルギーの合理化に関する法律）による届出は昇降機設備

　　　　　　　　　　　　（「作成した設計図書等」は、建築物にかかわる設計図書等）　

　　　その他の設計者　：本設計業務受託業者

　　　　　　　　　　　　（「作成した設計図書等」は、昇降機設備にかかわる設計図書等）　

　　　代表となる設計者：昇降機設備工事専門工事業者

注者の負担とする。

設計者」は、次による。申請及びこれにかかわる検査に要する費用は、当該昇降機設備工事受

が発注者の代理者として行う。ただし、確認申請書において「代表となる設計者」及び「その他の

ｄ．建築基準法87条の2による昇降機設備の確認申請手続きは、昇降機設備工事専門工事業者

し、一覧表を作成して監理者に提出する。

なるもの（以下、法定検査という）について、その種別・手続・時期・実施内容等をあらかじめ調査

ｃ．工事の各段階に必要な官公署その他関連機関の立会検査や審査のうち、発注者が申請者と

力、これを代行し、その経緯を適宜監理者に報告する。

ｂ．施工に直接必要な官公署その他への手続は、遅延なく行うほか、発注者等が行う手続きに協

め調査し、一覧表を作成して監理者に提出する。

ａ．工事の各段階に必要な官公署その他への各種申請又は届出の種別・手続・期間等をあらかじ

の届出手続等

官公署その他へ

1.1.3

工事約款の規定により、当該提出が発注者への提出事項となる場合がある。

等（図面・見本等）を説明し、日付を明記して受注者等押印のうえ、差し出すことをいう。なお、

(ケ)「監督職員に提出」とは、受注者等が監理者に対し、工事にかかわる書面又はその他の資料

図、現寸図、工作図、製作図等その他これらに類するものをいう。

(タ)「施工図」とは、設計図書等の定めにより受注者が作成した、この工事に必要な総合図、躯体

質の保証を行う事ができる工事業者をいう。

及び豊富な実績を持ち、受注者のもとで単独で責任施工を請け負う能力があり、また施工品

4)「専門工事業者」とは、設計図書等で定める工事において、高い技術力と施工品質管理能力

とする。

等をいい、標仕における「製造所」「製作所」はそれぞれ「製造者」「製作者」に読み替えるもの

3)「製造者」「製作者」とは、工事に組み込まれる機器、材料、製品等を製造・製作している会社

ることをいう。

2)「自主検査」とは、材料又は施工等について、受注者等自らが設計図書等との適否を判断す

1)「材料」とは、工事に使用する機器、材料、製品を総称していう。

次による。

ａ．特記仕様書及び標仕において用いる用語の定義は、標仕[1.1.2]に定める用語の定義のほか、

用語の定義

1.1.2

（8）工事請負代金内訳書

（7）工事共通仕様書

（6）設計図面

（5）特記仕様書

（4）現場説明書（見積要項書）

（3）質疑回答書((4)から(7)に対するもの)・追加指示書

（2）工事請負契約約款

（1）工事請負契約書

の優先順位は、次の(1)～(8)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、標仕[1.1.1(4)]による。

(4) (1)～(7)の「契約図書」は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場合

工事、昇降機設備工事に適用する。

ａ．標仕は、建築物等の新築及び増築にかかわる建築工事、電気設備工事、機械設備

適用範囲

1.1.1

● 1節 一般事項

１章  一般共通事項

・ 特記仕様書に記載する製品名(製造会社付記）は程度を表すものとする。

・ 選択記入事項は●のついたものを適用し、○印は適用しない。

・ 行頭に●のある節を適用し、○印がある節は適用しない。

・ 特記仕様書の以下の表記は、次による。

・ 共通特記仕様書は全ての工事に適用する特記仕様書を示す。

・ 特記仕様書の章、節、項番号及び表番号は、追加の場合を除き各標仕の当該番号とする。

・ 設計図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、標仕による。

（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）                」（以下 標仕という）による。

・ 本工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

特記仕様書の適用について

共通特記仕様書

文書番号G73-23-20221226 共通特記仕様書１

令和4年版

現場説明書による

外壁塗装 耐候性有機質プラスター塗装 □２ｍ　５枚 現場内 外装決定前

木ルーバー 準不燃木（天井鋼製下地共） ５㎡程度 現場内 内装決定前

工事実績情報
●適用する

(1.1.4)

システムへの登録

（ＣＯＲＩＮＳ）

●現場説明書による

●現場説明書による

●現場説明書による

・本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由を

含む）に搬入される産業廃棄物については、岩手県産業廃棄物税が課税されるので

適正に処理すること。

原則として、全ての材料について監督員の承諾を受ける。

※ 図中の「商品名」は参考品番を示し、同等品以上とする。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

③安定的な供給が可能であること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

(４）本工事に使用する材料のうち、（５）に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥の

事項を満たすものとし、その証明となる資料が発行するとし、その証明となる資料

(外部機関[(一社)公共建築協会]が発行する「建築材料・設備機材等品質評価事業」]

の評価の写し等）を監督員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の

承諾を受けた場合はこの限りでない。

及び性能を有するものとする。

同等品を使用する場合は監督員の承諾を受ける。

(1.4.2)

(３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定

(２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、

(１)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質

する工法とする。

工　　法

特別な材料の
標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

(５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、押出し

鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、錠前類、クローザー類、自動扉機構、

自閉式上吊り引戸機構、重量シャッター、オーバーヘッドドア、ガラス、防水剤、

現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、

・(一社)公共建築協会の「建築材料・設備機器等品質評価事業」において評価書が発行

されている材料

成形セメント板、成形伸縮目地材、乾式保護材、セラミックタイル、既調合モルタル、

既調合目地材、ルーフドレン、吸収調整材、アルミニウム製建具、樹脂製建具、

煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、

軽量シャッター、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた

移譲するものとする。

（ｂ）本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り発注者に

移譲するものとする。

（ｂ）本工事に係る施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用に限り発注者に

c．報告に用いる書式は監理者の工事監理文書作成要領による。

●

●40日前

（合板t12 下地）

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版共通特記仕様書-1

 NS
 NS

CS-002



指示により速やかに修補又は改造し、監理者の再検査を受ける。

ｂ．監理者の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監理者の

録を監理者に提出する。

ａ．施工に対する監理者の検査は、共仕[1.5.4]による施工の確認（自主検査）に合格後、検査記

施工の検査等

1.5.5

〔チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据え付け及び整備〕

○冷凍空気調和機器施工空調工事

●建築板金ダクト製作及び取付

●熱絶縁施工保温工事

●配管配管工事

○造園植栽及び屋上緑化工事

○ボード仕上げ ○表装（壁装作業）〕○樹脂接着剤注入施工

●カーペット系床仕上げ  ●天井鋼製下地

●内装仕上げ施工〔●プラスチック系床仕上げ内装工事

●塗装塗装工事

●カーテンウォール施工カーテンウォール工事

●ガラス施工 ●ガラス用フィルム施工

●建具製作 ●自動ドア施工 ●木製建具製作 ●サッシ施工建具工事

●左官左官工事

●内装仕上げ施工（鋼製下地）金属工事

○瓦葺  ●建築板金  ○スレート施工屋根及びとい工事

●建築大工木工事

●タイル張りタイル工事

○石材施工石工事

●シート防水　●シーリング防水 ○FRP塗膜〕

●防水施工〔●アスファルト防水　●塗膜防水防水工事

○ALCパネル施工ALCパネル工事

○コンクリートブロック建築コンクリートブロック工事

●とび ●鉄工鉄骨工事

●左官  ●型枠施工 ●コンクリート圧送コンクリート工事

●鉄筋施工鉄筋工事

技能検定の種類適用工事種別

技能士の運用は、次による。

技能士

1.5.2

● 5節　施工

いのもとに行う。

又はこれに代わる目録を添えて、発注者に工事目的物を引渡す。なお、引渡しは監理者の立会

ａ．共仕[1.6.1]による通知又は請求に基づく検査終了後、設計図書に定める各種の図書類、物品

引渡し

1.7.8

鍵箱に整理・収納して発注者に提出する。

ｂ．鍵の提出に当たっては、鍵に整理札を付け、それに整合した建具配置図及び鍵明細書とともに

立会いについては、監理者の指示による。

ａ．鍵合せ・各種計量器確認等を行う。その日程・方法は監理者と協議のうえ決定する。監理者の

鍵合せ等

1.7.7

 ー部 １００部●完成パンフレット

監理者発注者
備考

提出部数

ｂ．完成パンフレットの提出部数

　　作成書式：A4判二つ折りカラーオフセット印刷

ａ．完成パンフレットは、完成写真、建物概要及び設計コンセプト等を指定の要領で作成し提出する。

完成パンフレット

1.7.6

　　　※注　ドローン撮影を含む。撮影に際しての手続等は受注者の責任において行う。

　　　　１個所昇降機

　　　　５個所電気

　　　　５個所衛生

1部1部５部　　　　５個所空調

再撮影　　　　２０個所

※注　航空　　２０個所

外部　　　３０個所
建築

内部　　１５０個所

（JPG）

写真データ

（冊子）

完成アルバム

監理者発注者
個所数工事項目

提出部数

g．完成写真の撮影個所数及び提出部数

f．完成後の再撮影が必要な個所は指示による。再撮影の時期は現場にて協議の上決定する。

e．担当者他・工事概要・完成写真目録を収めた工事概要Excelデータと上記の整理した完成

　　　とし、フォルダ形式、ファイル名は監理者の指示により、作成する。

　　　カラーモード：RGB

　　　ファイル形式：JPG（最高画質圧縮とする）　

　　　画像データの解像度：キャビネ版フルカラー600dpi以上

d．完成写真の電子データは全撮影箇所を以下の仕様とする。

c．完成写真は、写真データのJPGを指定の要領にて整理作成のうえ提出する。

b．撮影機材は、原則としてデジタルビューカメラを使用する。

a．完成写真の撮影は、指定建築写真家により監理者の指示に従って行う。

完成写真

　　　中性紙製の箱に収め、指定のラベルを付して提出する。

　　4）マイクロフィルムは普通紙出力図に押印した図面を撮影する。樹脂製穴あきリールを用い

　　　DVD-Rに、所定の方法で収録し、指定のラベルを付して提出する。

　　3）CADデータ、PDFデータ、電子データとも、JIS Z6017に示す方法で、所定のCD-R又は

　　　ファイル名を付けて作成する。

　　2）PDFデータは、普通紙出力図に押印した図面をSCANして作成し、図面名が分かる

　　　バインドし、図面名が分かるファイル名を付けて作成する。

　　1）CADデータは、AutoCAD（商標）のDWG形式を原則とし、外部参照図形利用の時は

PDF一式一式●電子データ●保全に関する資料

PDF一式一式●電子データ●施工計画書

--一式○製本

●DWG　●JWW一式一式●CADデータ

PDF/A一式一式●PDFデータ●施工図・工作図

--一式○製本

●DWG　●JWW--一式●CADデータ

PDF/A一式一式●PDFデータ●総合図

○JIS Z 6018一式--○マイクロフィルム

●DWG　●JWW一式--●CADデータ

PDF/A一式一式●PDFデータ

　1部　　3部●縮小二ッ折製本（A4判）

--　　部○二ッ折背張り製本

--　　部○金文字製本（　　判）

普通紙出力一式--●原図一式●完成図

備考監理者発注者形式提出図書

ａ．完成図等の提出形式及び部数は下記による。

提出部数等

1.7.4

　　　7）その他、必要と思われるもの

　　　6）経年劣化等により更新・取替え等が必要なもの

　　　5）定期的に状態や機能を点検する必要があるもの

　　　4）専門工事業者への保全管理委託を必要とするもの

　　　3）使用上・保全上特別な注意を必要とするもの

　　　2）特殊な手入れを必要とするもの

　　　1）特殊な操作を必要とするもの

監理者に報告する。

る建物管理者等に対して取扱い説明を行う。取扱い説明が完了した場合は、その記録を添えて

る説明書及び機器取扱い説明書を作成し、監理者に提出のうえ、発注者又は発注者の指定す

ｂ．次に該当する建築物部位・設備・部品等については、建築物等の利用・維持管理・保全に関す

○長期修繕計画書○保全マニュアル

●総合調整・試験報告書●地中仮設残存物記録●敷地境界立会い記録

ａ．保全に関する資料は(a)に示すほか、次のものを監理者に(a)と同じ部数提出する。

(1) 保全に関する資料提出部数：●2部　○（　　）部

保全に関する資料

1.7.3

●カーテンウォール  ●その他監理者が指示するもの●施工計画書

●構造躯体  ●カーテンウォール  ●その他監理者が指示するもの●施工図・工作図

●一式●総合図

（施工図等）

●一式

（昇降機設備設計図）

●一式

（電気設備設計図）

●一式

（衛生設備設計図）

●一式

（空調設備設計図）

●一式

（構造設計図）

鏡を含む一式●確認申請図書

外構図  植栽図●その他

防火性能●建具表

天井伏図  床伏図  屋根伏図●各種伏図

天井高  主要仕上げ○展開図

部分詳細図  平面詳細図●各種詳細図

基本的寸法  対応した平面図、立面図●矩計図

階高、天井高等を表示し2面以上作成 標準地盤面 道路 隣地斜線●断面図

外壁の仕上げ  打継目地  伸縮目地●立面図

室名  室面積  耐震壁の位置  防火区画  防煙区画●平面図

建物と敷地の関係  外構計画概要●配置図

●内部仕上表

建物の概要  敷地及び建物等の面積表  案内図●設計概要書

●特記仕様書

（建築設計図）

記入内容種類

d．完成図の種類及び記入内容

データを利用する場合は1.1.5に準ずる。

ｃ．完成図は設計図を基に、指示する期日までに作成し、監理者の承認を受ける｡ なお、設計図面

築等を行う際に基本情報として活用することを目的として作成する。

ｂ．完成図は、完成した建物に関する情報を整理、記録し、建物の維持管理及び将来改修、増改

ａ．完成図は、設計図面を完成状態に修正したものとする。

完成図

1.7.2

● 7節　完成図等

機能検査実施は、速やかに監理者に報告する。

後の「性能機能検査計画書案」を作成し提出し、発注者及び監理者の承認を受ける。性能

いては、事前に性能機能検査の項目と方法、検査スケジュール、検査体制を記載した完成

　　　性を確認する。完成引渡し後に確認が必要な機器能力、室内環境等の性能機能検査につ

件等が設計条件に近い日を選び測定し、設計図書に定める性能・機能・室内環境との適合

い機器能力及び室内環境等については、完成引渡し後１年以内の夏季及び冬季で気象条

4）完成後に確認する性能機能検査：建築物の完成時期等により、工事完成までに確認できな

そのほか、監理者の指示する検査

セキュリティシステム連動検査完成時の室内環境測定

総合運転による騒音・振動検査中央監視盤検査

自動制御検査タンク・水槽関連検査

防災総合連動検査全停電・復電総合検査

認項目は、次による。なお、検査に先立ち検査計画書を作成し、監理者の承認を受ける。

連工事の受注者と協同して総合的な性能機能検査を行い、その適合性を確認する。主な確

3）総合性能機能検査：複数の工種にまたがって性能・機能を発揮する機器・装置について関

・機能を設計図書と照合しその適合性を確認する。

2）個別性能機能検査（機能検査、性能検査、水質検査等）：各機器及び各装置の個別の性能

す要求に合致することを確認する。

1）外観検査（出来形検査）：目視・聴音又は手で触るなどにより、各機器・装置が設計図書に示

認をうけたうえで監理者の竣工検査を受ける。

受注者等による次の検査・試験を行う。また、検査結果について報告書を監理者に提出し、承

ｇ．工事の完成に際し、全ての機器及び装置について、原則として試運転調整を完了した状態で、

注者等同席のうえ、協同して検査を受ける。

ｆ．完成時の諸検査の日程・方法については、関連工事との調整を行い、必要により関連工事の受

受注者の負担とする。

示により速やかに修補又は改造し監理者の再検査を受ける。この修補及び改造に関する費用は

ｅ．前号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監理者の指

ける。

に関係法令等の規定に適合していることが確認されたのち、監理総括者等による完成検査を受

ｄ．上記各号の各検査の結果、すべての工事が完了していること及び設計図書等と契約条件並び

及び資料作成等に関する費用は受注者の負担とする。

関係機関に対し必要な手続を行う。工事に必要な諸手続き（システム評定などを含む）、実験

理者の指示により速やかに修補又は改造し、監理者の再検査を受けるとともに、官公署その他

ｃ．前号、前々号の検査の結果、修補又は改造が必要であると指摘された箇所がある場合は、監

審査後は記録を作成し、監理者に提出する。

請者になるもの）については、手続を代行し、検査・審査に立ち会うなど受検に協力する。検査・

完成検査に先立つ適切な時期にこれを受ける。このうち、1.1.3 c. による法定検査（発注者が申

ｂ．関係法令等に基づく官公署、その他関係機関の検査については、前号の検査に合格したのち、

トを監理者に提出し、竣工検査を受ける。

やかに修補を行ったうえで、監理者に報告する。なお、事前に監理者の竣工検査チェックシー

る自主検査を行い、関係法令、設計図書等又は総合図に適合しない箇所等がある場合は、速

ａ．工事の完成に当たって、受注者等の自主検査を行ったうえで、受注者の本社等の検査員によ

法定検査

1.6.2

完成、検査

1.6.1

● 6節　完成、検査

者の立会いのもと測定を行い、その結果を発注者、建物管理者及び監理者に報告する。

れのある場合は、事前に臭気測定計画書を監理者に提出のうえ、施工中の必要な時期に監理

ａ．施工中における接着剤等の有機溶剤や使用材料相互の干渉による臭気について、発生のおそ

4321測定箇所

500<A200<A<50050<A<=200A<=50室の床面積A（㎡）

同時に測定する。

室に限る）とし、測定箇所は次により、全ての測定箇所において、当該各化学物質の濃度を

　　○すべての居室及び換気をしない書庫、倉庫等（改修工事においては、内装改修等を行った

　　●設計図（天井伏図）に指示する部屋及び測定箇所

測定対象室及び測定箇所数：

　　その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　　　化学物質の抑制に関する措置」による方法　

　　「官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の

　　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による方法（住宅の場合）　

　　「学校環境衛生の基準」による方法（学校の場合）　

測定方法は下記による

0.04ppm（　　240μｇ／m3）○○○●パラジクロロベンゼン

0.05ppm（　　220μｇ／m3）○●○●スチレン

0.88ppm（3、800μｇ／m3）○●○●エチルベンゼン

0.20ppm（　　870μｇ／m3）○●○●キシレン

0.07ppm（　　260μｇ／m3）○●○●トルエン

0.03ppm（　　 48μｇ／m3）○○○○アセトアルデヒド

0.08ppm（　　100μｇ／m3）●●●●ホルムアルデヒド

他

の

そ

庁

官

宅

住

校

学
厚生労働省の指針値（25℃の場合）

○○○●
測定対象化学物質

測定対象化学物質 　　　測定方法と測定対象物質は ●印とする

(2)測定対象化学物質、測定方法、測定対象室及び測定箇所：

　　○実施しない　●設計図書に図示した室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定する。

(1)建築物の室内空気中に含まれる揮発性有機化学物質等の濃度測定

測定

化学物質の濃度

1.5.9

に報告する。この修補又は改造に関する費用は受注者の負担とする。

議のうえ、速やかに修補又は改造し、関係機関に対して必要な手続を行い、その結果を監理者

ｅ．前各号の検査・審査の結果、不適合の箇所又は指摘を受けた箇所がある場合は、監理者と協

ち会うなど、受検に協力する。検査・審査後は記録を作成し、監理者に提出する。

は、手続を代行しその検査・審査に必要な書類・資機材・労務その他を提供し、検査・審査に立

な時期にこれを受ける。このうち、1.1.3 c.による法定検査（発注者が申請者になるもの）について

事の内容が関係法令や設計図書に適合している事を事前に確認し監理者に報告のうえ、適切

ｄ．工事期間中における、関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査や審査については工

に修補又は改造を行ったうえで、監理者に報告する。

よる自主中間検査を行い、関係法令又は設計図書に適合しない箇所等がある場合は、速やか

ｃ．自主中間検査：監理者の指示する時期に、受注者の本社等の検査要員（現場関係者を除く）に

文書番号G73-23-20221226 共通特記仕様書２

　　写真のJPGデータをDVD-R又はCD-Rに指定のラベルを付して提出する。

e．工事監理文書作成要領に基づき作成した成果品を一式ＰＤＦデータで提出する。

工事監理文書等

3部

写真データ

（冊子）

完成アルバム

仮設工事 （● とび作業）

提 出 書 類

●現場代理人等通知書 ●請負代金内訳書

● 県外業者との下請契約締結報告書

●各種工事施工図

●維持管理取扱書（設備機器説明含む）

●責任施工保証書

●官公署許認可及び検査済書

● 完成図（修正設計図）

●主要資材搬入検査簿

●主要資材規格又は品質証明書

●各種工事施工計画書

●製造所等承諾願

●工事完成届

● 出来高検査願

●火災保険加入契約書（写）

●各種試験成績書又は報告書

●工事工程表

●各種届出書等

（完成後）

（工事中）

（契約後）

●技能士合格証明書

● 工事作業日報

●現場技術員届●工事総合施工計画書

●工事完成引渡書（引渡図書目録添付）（完成後）

（工事中）

（契約後）

請負契約に定められている主な提出書類

※電子納品対象書類については、「岩手県電子納品ガイドライン」による

標準仕様書、特記仕様書等に定められている主な提出書類

・中間技術検査　実施回数（　　）回(1.6.2)

実施する段階（監督職員が特に必要と認めて指示する段階）技術検査

分　類 規　格 部　数

※カラー 監督員の指示

による。

（撮影計画を

提出する）

区　分 撮影箇所数及びカメラ

※カラー工事施工状況

着　工　前

部

備　考

※ＣＤ-Ｒ

下記のものを監督員に提出する。

※電子納品対象書類については、「岩手県電子納品ガイドライン」による

※500万画素以上

経 年 検 査 本工事完成 年後の経年検査 ・ なし ●あり

1.7.9

1.7.10

※電子納品対象書類については、「岩手県電子納品ガイドライン」による

1.7.5

　　●アクティブ法

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版共通特記仕様書-2

 NS CS-003
 NS



    電気設備工事とする。

    配管配線・接続は

　・自動ドアスイッチの

電灯分電盤 電源

M

電動ブラインド

開閉スイッチ

開閉信号線ブラインド

電源

制御盤

遠方発停

M

電動ブラインド
電源

遠方発停

開閉スイッチ

M

電動ブラインド

開閉スイッチ

ブラインド

電源

制御盤

遠方発停

M

電動ブラインド
電源

遠方発停

開閉スイッチ

電灯分電盤

電源

集中制御装置

遠方発停

遠方発停電源

電気錠

絶縁ブッシング

電気錠

コネクター

絶縁ブッシング

ＦＬ

扉

配管配線

スイッチＢＯＸ

ジョイントボックス

結線：電気

通電金具

自動ドア制御

M

自動ドア

電灯分電盤

電源

スイッチ

スイッチ線

自動ドアセンサー

センサー用配線

自火報受信機 パニックオープン制御線

集中管理ブラインド

シャッタースイッチ
開閉スイッチ 又は

電動窓・電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・電動シャッター

単相電源の場合：電灯分電盤

M

窓／ブラインド／シャッター
三相電源の場合：動力制御盤 電源

開閉信号線

発注方式・工事区分

発注方式 ａ. 本工事の発注方式は以下の通りとする。

○一括発注 建築　電気設備　空気調和設備　給排水衛生設備　昇降機設備

駐車・駐輪機械設備　外構

●分離発注 建築（昇降機・外構含む）　電気　空気調和　給排水衛生

○コストオン

○関連工事

工事区分 ａ.設計図による他、下記を工事区分とする。

ｂ.●印を適用する。疑義を生じた場合は事前に質問回答書をもって確認する。

１．躯体の開口、スリ

ーブ工事

工事内容 建

築

空

調

衛

生

電

気

昇

降

別

途

適

外

１ スリーブ、開口の為の墨出し（ＲＣ）（各関連工事） ● ● ● ● ●

２ 床、壁、梁の貫通スリーブ（ＲＣ）（各関連工事） ● ● ● ● ●

３ 床、壁、梁の開口並びに貫通部の補強及び型枠（ＲＣ） ●

４ スリーブ、開口廻りの穴埋め（ＲＣ）（防火、防煙区画及び遮音壁の穴

埋めを含む各関連工事）

● ● ● ● ●

５ 鉄骨部の貫通スリーブ及び補強 ●

２．躯体以外の開口 １ 開口の為の墨出し （各関連工事） ● ● ● ● ●

２ 現場製作間仕切壁の開口、補強、枠付け、穴埋め （防火、防煙区

画及び遮音壁の穴埋めを含む各関連工事）

● ● ● ● ●

３ 床、壁の直付各種器具の開口、補強、枠付け、穴埋め （補強は建築、

各関連工事）

● ● ● ● ●

４ 天井吹出口、吸込口、埋込照明器具、スピーカー等取付けのための

天井切り込み、枠組み（各関連工事）

● ● ● ●

５ 同上補強（仕上材共、ただし、スイッチボックス、コンセント等軽微な

ものは各設備工事）

●

６ 既製パーティション壁類の開口、補強 ●

３．基礎、ピットマンホ

ールその他工事

１ 屋上のコンクリート製機械基礎（盤用基礎を含む） ●

２ 屋外のコンクリート製機械基礎（外灯の基礎を除く）（盤用基礎を含む） ●

３ コンクリート基礎上部の鋼製架台 ●

４ 屋内の床上機械基礎（建築図にあるものは仕上げとも建築）（盤用基

礎を含む）

● ● ● ● ●

５ 床下（ピット内）の機械基礎 ●

６ 機械基礎のアンカーボルト等の埋込（屋内屋外共、各関連工事） ● ● ● ● ●

７ 二重スラブ内の連通管、通気管、人通孔 ●

８ 各種地下水槽、ピット等のコンクリート躯体及び内部防水、断熱 ●

９ マンホール、タラップ等の設置（躯体に取付くもの） ●

10 設備機器搬出入用天井等のフック及び補強 ●

11 屋内の排水溝、配管配線ピット及び各種ふたの製作取付け ●

４．仕上げ関係工事 １ 外壁に取付くガラリ・チャンバーの製作取付け ●

２ 屋内に取付くガラリの製作取付け（図示による、ドアガラリは建築） ● ●

３ 現場製作間仕切及び既製パーティション等への各種機械取付のた

めの下地補強

●

４ ＡＤ、ＰＳ、ＥＰＳ等の点検口又は扉の製作取付け ●

５ フリーアクセスフロアーの開口 ●

６ 換気扇取付用枠及びガラリの製作取付け（換気扇取付は空調） ●

７ 防火戸及び防煙たれ壁用煙感知機連動装置及び制御盤並びに二

次側電気工事（一次側は電気）

●

８ シャッター用二次側電気工事（一次側は電気） ●

９ ルーフドレーン、オーバーフロー管及び雨水排水管（建物外一次雨水

桝接続迄）

●

10 雨水貯留槽等への流入雨水管及びオーバーフロー管 ●

11 同上一次雨水桝以降、雨水桝及び埋設雨水排水管（公設桝接続ま

で）

● ○ ○

12 煙突（内部ライニング及び点検口を含む） ●

13 同上に接続する煙道製作取付け（各関連工事） ● ○ ○

14 システム天井用設備プレート（各関連工事） ○ ○ ○ ○

15 設備機器類の取付く仕上げ材（石、金属等）の加工 ●

16 機械室、電気室のかさ上げコンクリート及び床仕上げ ●

17 ユニットバス、ユニットトイレ等の出入口額縁及び沓摺 ●

18 コンクリートダクト及びその内部仕上げ ●

５．設備関係工事 １ 機械室、電気室等のかさ上げコンクリート及び床仕上げ ●

２ 既製流し台、調理台、ガス台、吊戸棚、フード、洗面化粧台、及び造

り付け各種台の製作取付け（トラップ類金物を含む、図示による）

● ●

３ 同上 給排水管、ガス管接続及び電源接続（図示による） ● ●

４ 厨房器具の製作取付け ●

５ 厨房器具への配管接続、フード取付け、ダクト接続（各関連工事） ● ● ●

６ 屋内に設置するグリーストラップ、ガソリントラップ用の躯体（防水共） ●

７ 同上の本体及び内部装置（図示による） ● ●

８ ユニットバス、シャワーユニット、ユニットトイレ ● ●

９ 同上機器への配管接続、ダクト接続及び電源接続（各関連工事） ● ● ●

10 洗濯パン、温水洗浄便座、小便器個別感知洗浄、洗面手洗器自動

水栓等製作据付け

● ●

11 同上機器への配管接続及び電源接続（各関連工事） ● ● ●

12 便所及び化粧室の大型鏡、棚、ベビーシート等（450×600以下の鏡

は衛生）

●

13 ペーパーホルダー、ペーパータオルホルダー、水石けん入れ等 ●

14 ファンコイルユニット収納用ペリカウンターの製作取付け ●

15 同上 吹出口及びファンコイル用架台 ●

16 同上 操作盤、配管配線及びスィッチ ●

17 ウェザーカバー（建築図にないもの、ベントキャップを含む） ● ●

18 排煙口及び煙感連動ダンパーの二次側電気工事（制御盤、非常電

源共）

●

19 同上 制御盤迄の一次側電気工事 ●

20 動力制御盤及び二次側電気工事 ●

21 動力遠方操作用電気工事及び遠方操作盤（各関連工事） ● ● ●

22 消火栓ポンプ起動装置（移報器）及び表示灯回路 ●

23 各種天井吊設備機器の吊補強（各関連工事） ● ● ●

24 各種設備機器、配管の耐震、防振、消音、安全対策等（各関連工事） ● ● ● ●

25 各種盤類取付けの為の下地補強 ●

工事内容 建

築

空

調

衛

生

電

気

昇

降

別

途

適

外

26 各種設備機器搬入口の仮設及び復旧 ●

28 屋外屋内設備機器架台(各関連工事)(各種機器附属の専用架台) ● ● ●

29 看板、サイン類の一次側電気工事 ●

30 消火器 ○ ●

31 同上の収納ボックス（図示による） ● ● 消火栓一体型

６．昇降機設備関連

工事

１ エレベーター出入口扉、三方枠、幕板、敷居の製作取付け ●

２ 同上 扉、インジケーター、押ボタン等の開口（モルタル詰は昇降） ●

３ 同上 ピット内防水及び排水（排水は衛生） ●

４ 同上 シャフト内点検用タラップ ●

５ 同上 シャフト内耐火処理 ●

６ 同上 通過階のあるときの非常口扉 ●

７ 同上 機械室ビーム ●

８ 同上 機械室床開口、かさ上げコンクリート、配線用ピット、ふた及び床

仕上げ

●

９ 同上 シャフト内中間ビーム、ブラケット、レール等 ●

10 同上 シャフト内ブラケット支持用ベースプレート取付け（柔構造の場

合）

●

11 同上 三方枠、扉のシャフト側補強用下地金物取付け。敷居持出し用

下地金物取付け。中間ビーム取付け（柔構造の場合）

●

12 同上 機械搬入口の仮設、復旧及び天井吊フック、補強 ●

13 同上 機械室照明、コンセント及びシャフト内コンセント ●

14 同上 機械室電源盤の一次側電気工事（二次側は昇降） ●

15 同上 シャフト外の遠方操作又は警報監視用電気工事 ●

７．その他工事 １ コンクリート造の各種水槽、マンホール躯体及び杭（ハンドホールを含

む）

● ● ● ○

２ 同上（化粧蓋の仕上げ） ●

３ コンクリート造のし尿浄化槽の躯体及び杭 ● ● ○

４ 同上の内部仕上げ（建具、階段、手すり、タラップ、グレーチング等は

建築）

● ● ○

５ 機械駐車設備本体、基礎及び杭 ○ ○

６ 同上 制御盤及び二次側電気工事 ○ ○

７ 同上 の一次側電気工事 ○

８ 自動車（車路）管制装置 ○ ○ ○

９ 清掃用ゴンドラの本体及び走行レール ○ ○

10 同上 の基礎及び架台 ○

11 舞台装置 ● ○ ○

使用料金等の負

担 工事内容 建

築

空

調

衛

生

電

気

昇

降

発

注

者

適

外

電力 1 工事用電力引込工事 ●

2 工事用電力料金（引込負担金、基本料金、使用料金） ● ● ● ● ●

3 本設電力引込負担金 ●

4 本設受電後引渡しまでの基本料金 ●

5 本設受電後引渡しまでの使用料金 ● ● ● ● ●

6

本設受電後から竣工までの電気主任技術者の選任及び費用 ●

上下水道

7

工事用上水道引込接続工事 ●8

工事用上水道料金（引込負担金、基本料金、使用料金） ● ● ● ● ●9

本設上水道引込接続工事（引込接続負担給水加入金） ○ ●10

本設下水道負担金、加入金（○加入金なし） ○ ●11

本設後引渡しまでの基本料金、使用料金 ● ● ● ● ●12

場内汲み上げ排水処理 ●

LPガス

13

本設LPガス引込負担金（○負担金なし） ○ ○14

空調用試運転の基本料金、使用料金 ○15

厨房器具、給湯用試運転の基本料金、使用料金16

コージェネ用試運転の基本料金、使用料金 ○ ○ ○17

本設後引渡しまでの基本料金、使用料金 ○ ○ ○ ○

本工事と別途工

事の区分

工事内容 本

工

事

別

途

適

用

外

備考

1 什器・備品 ○ ● ○

2 可動家具 ○ ● ○

3 固定家具 ● ○ ○

4 黒板・白板 ● ○ ○

5 掲示板 ● ○ ○

6 カーテン ○ ● ○

7 カーテンレール ● ○ ○

8 ブラインド ○ ● ○

9 暗幕 ○ ● ○

10 マット類 ○ ● ○

11 郵便受 ● ○ ○

12 サイン工事 ● ○ ○

13 パーティション ○ ● ○

14 スライングウォール ● ○ ○

15 映写スクリーン ● ○ ○

16 金庫扉・書庫扉 ○ ○ ●

17 搬送設備 ○ ○ ●

18 避難器具 ● ○ ○

19 メンテナンスラダー ○ ○ ●

20 外構工事 ● ○ ○

21 駐輪設備 ○ ○ ●

22 屋外サイン工事 ● ○ ○

23 敷地造成工事 ○ ○ ●

24

障害物撤去工事

1 既設建物 ○ ○ ●

2 基礎 ○ ○ ●

3 埋設物 ○ ○ ●

4 工作物 ○ ○ ●

5 樹木 ○ ○ ●

移設工事

1 既設建物 ○ ○ ●

2 工作物 ○ ○ ●

3 樹木 ○ ○ ●

4 電柱支線移設 ○ ○ ●

5 道路切下 ○ ○ ●

6 道路樹木 ○ ○ ●

7 公共工作物 ○ ○ ●

8 駐車場等 ○ ○ ●

調査業務

1 電波障害 ● ○ ○

2 風害 ○ ○ ●

3 地質調査 ○ ○ ●

4 騒音調査 ○ ● ○

5 埋造物調査 ● ○ ○

6 地中障害 ○ ○ ●

7 土壌汚染調査 ○ ○ ●

8 埋設公共設備 ○ ○ ●

9 近隣家屋調査 ○ ● ○

10 沿道破損状況調査 ○ ● ○

11 境界破損状況調査 ○ ● ○

12 道路レベル状況調査 ○ ● ○

文書番号G73-23-20221226 共通特記仕様書３（工事区分表・図）

排煙窓

自火報受信機

状態

開閉制御

排煙窓

オペレーター

工事区分図 （電気設備工事ー建築工事）

工事区分凡例
電気設備工事機器

電気設備工事配管配線

建築工事機器

建築工事配管配線

開閉信号線

開閉信号線

開閉信号線

自動ドアセンサー

● ● ●

27 屋外屋内設備機器点検架台(躯体基礎及び取付け用鋼材を含む) ●

●

●

●

●

●

●

●

●

設計図による

設計図による

タワークレーンを利用する場合

既存雨水管の調査（施工上干渉する恐れがある場合）

18

電気設備工事着工から本設受電までの電気主任技術者の

選任及び費用

● ● ● ● ●

●

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版共通特記仕様書-3

 NS CS-004
 NS



熱源廻り（冷水熱源）工事区分共通凡例

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

   自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。   自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

空調設備工事機器

空調設備工事配管配線

工事区分図（電気設備工事ー空調設備工事）

中央監視盤廻り（中央監視盤が空調設備工事の場合）

個別空調（ビル用マルチ）

ターボ冷凍機（機側盤が別設置の場合）

個別空調（パッケージ）

熱源廻り（空気熱源ポンプ内蔵）空調機（機側盤あり） 熱源搬送（ニ次ポンプ）空調機（機側盤なし）

電灯分電盤

動力制御盤

自家発電設備他

受変電設備

自火報受信機

自動制御盤

自動制御盤

火災信号線

監視・操作・計量・計測

センサー
防犯盤

信号

中央監視盤

電気設備工事機器

電気設備工事配管配線

自動制御盤

電源

電源通信線

発停，状態警報

ターボ

冷凍機

制御盤

または

電動機盤 受変電設備

冷却塔

サーモ T

発停

警報,インバータ制御信号(4-20mA)

熱源機

電源

自動制御盤

発停・警報

インターロック

動力制御盤
4 3 2 1

4 2

56

① 冷温水ポンプ発停

② 冷温水ポンプ状態信号

③ 冷却水ポンプ発停

④ 冷却水ポンプ状態信号

⑤ 冷温水ポンプインバータ制御信号

⑥ 冷却水ポンプインバータ制御信号

熱源機のインバータは空調設備工事（機器付属）とする。

ポンプのインバータは電気設備工事とする。

冷却塔のインバータは電気設備工事とする。

動力制御盤

電源

自動制御盤

冷却水ポンプ

冷温水ポンプ
電源

電源

熱源機のインバータは機器付属とする。

熱源機付属組込ポンプのインバータは機器付属とする。

発停，状態警報

渡り配線

コントローラ

電源BOX

熱源

熱源

機器配線

機器配線

自動制御盤

バイパス弁
(一次ポンプ方式のみ)

電源

動力制御盤

発停・インバータ・制御信号

状態警報

二次ポンプ

二次ポンプ

自動制御盤

動力制御盤
電源

ポンプのインバータは電気設備工事とする。

電源

室外機

動力制御盤

電源

SW

SW

冷暖切替（BS）ユニット

通信

集中リモコン

室内外機渡り通信線

（冷媒管共巻）

動力制御盤

電灯分電盤または

室内機

電源

SW

通信

集中リモコン

又はインターフェイス

室内外機渡り通信電源線

（冷媒管共巻）

動力制御盤

電源

電灯分電盤または

室内機

室外機電源送りの場合

SW

通信

集中リモコン

又はインターフェイス

室内外機渡り通信電源線

（冷媒管共巻）

動力制御盤

電源

電灯分電盤または

室内機

室内機電源送りの場合

動力制御盤

電源

発停・状態・警報

インバータ制御信号

機側盤

Ｓ

電源

電源・

インターロック

自動制御盤

機側盤

給気ファン／排気ファン

気化式加湿器

電動ダンパ

電動弁

センサー

全熱交換器

インバータ制御信号

動力制御盤

Ｓ

電源

電源・

インターロック

自動制御盤

機側盤

給気ファン／排気ファン

気化式加湿器

電動ダンパ

電動弁

センサー

全熱交換器

計測、監視、制御信号

AHU発停・状態・故障

FANFAN

ファンのインバータは空調設備工事とする。 ファンのインバータは電気設備工事とする。

ファン連動は電気設備工事とする。ファン連動は空調設備工事とする。

計測、監視、制御信号

文書番号G73-23-20230314 共通特記仕様書４（工事区分図）

インバータ盤

（機側盤）
監視・操作・計量・計測

監視・操作・計量・計測

監視・操作・計量・計測

または

動力制御盤

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版共通特記仕様書-4
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自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。
自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

工事区分共通凡例
空調設備工事機器

空調設備工事配管配線

工事区分図（電気設備工事ー空調設備工事）

電気設備工事機器

電気設備工事配管配線

自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

VAV/CAV

電源（ＡＣ24Ｖ）

トランス（自動）

電源（ＡＣ100Ｖ）

自動制御盤制御信号

動力制御盤又は

起動信号・諸表示

Ｓ

開放信号・諸表示

電源

排煙機FAN

自動制御盤

火災信号
(フロア毎)

自火報受信機

煙感知器

ＳＦＤ

排煙口

受変電設備低圧配電盤

起動信号・諸表示

手動開放スイッチ

動力制御盤

換気動力停止信号

FAN

※　運用により、1台おきなど発停が異なるので確認すること。

 発停

自動制御盤

電源 電源

FAN FAN

電灯分電盤または

動力制御盤

FAN

電源

三相電源の場合

電源

有圧扇

シャッター付

単相電源の場合
FAN

入切

手元スイッチ

電源

電灯分電盤

給気口

電源

電気ヒーター

スイッチ付
サーモ

スイッチ付
サーモ

電気ヒーター

電源

電源プラグ付
給気口

 発停

自動制御盤

電灯分電盤

電源プラグ付

コンセント

電灯分電盤

制御弁制御弁

電源

制御信号（設定）検出信号

連動

通信線、電源線

コントローラ

ＦＣＵ

電灯分電盤

センサー 手元認定器

自動制御盤

ＦＣＵＦＣＵ

※　送風機と排風機の連動制御は空調設備工事とする。

FAN

電源

FAN

電源

電源

FAN

排風機

送風機

FAN

（ＨＥＸ付属品）

リモコン

（ＨＥＸ付属品）

リモコン

集中コントローラ

信号信号信号

電源電源

電灯分電盤

電源

HEX

（ＨＥＸ付属品）

HEX

リモコン

HEX

連動の場合

１台の場合

電源
入切

（電気）

手元スイッチ

電灯分電盤

排風機

FAN

入切

（電気）

手元スイッチ

電源

電灯分電盤

発停、状態、故障

自動制御盤

動力制御盤

発停、状態、故障

自動制御盤

動力制御盤

排風機

送風機

電源FAN

FAN

　　（換気方式により異なる場合があり）

※　原則として連動は排気ファンを起動後、給気ファンを連動するものとする。

※　送風機と排風機の連動制御は電気設備工事とする。

排気ファン発停、状態、故障

自動制御盤

動力制御盤

排風機

送風機

シャッター付有圧扇

全熱交換機廻り

変風量装置（VAV）、定風量装置（CAV）

電気ヒータ付吹出口

ファン（３） 単相ファン

防災システム（SFD・排煙機・排煙口）

電気ヒータ(排水路ヒータ)※パネルヒータを除く

ファン（２） 三相ファン（動力制御盤が異なる場合）

エアー搬送ファン

ファンコイルユニット

ファン（１） 三相ファン（動力制御盤が同一の場合）

文書番号G73-23-20230314 共通特記仕様書５（工事区分図）

※　コンセント接続を基本とする。

※　自動制御設備が無い場合の換気動力停止は自火報受信機から動力制御盤へ電気工事で行う。

FAN

動力制御盤 自動制御盤

1φ200V

3φ200V

1φ200V

有圧扇

シャッター付

発停・状態・警報

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
A3版共通特記仕様書-5
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工事区分共通凡例
衛生設備工事機器

衛生設備工事配管配線

空調設備工事機器

空調設備工事配管配線

工事区分図（電気設備工事ー空調設備工事ー衛生設備工事ー建築工事）

電気設備工事機器

電気設備工事配管配線

◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

◇自動制御設備の配管配線・接続は、機器の設置を行う工種とする。

ガス遮断信号

ガス感震器

電源

動力制御盤

電源

電灯分電盤

ガス遮断信号
電源

電灯分電盤

自火報受信機

電源

動力制御盤

FAN

自火報受信機

遮断弁

バイパス配管

操作盤

ガス検知器

換気ファン
停止信号

温度感知信号

移報信号

置
装
火
消
ト
ク
ダ

操作盤

電源遮断信号

ガス遮断信号

ガス遮断弁

操作器

ガス遮断弁

電磁調理器

（消火区画外に設置）

電源

消火ガス放出ファン（排気ファン兼用の場合あり）

ポンプユニット

自手動×１

回線故障×１

放出×１

起動×１

火報×２

電源

電源

給気ファン

排気ファン

制御盤

ガス消火

熱感知器

復旧弁箱

手動起動設備

表示灯

スピーカー

煙感知器

ガス消火移報信号※1

※1

発報

ガス消火移報信号

ファン停止信号

起動押ボタン

放出ファン 自火報受信機

動力制御盤

Ｓ

消火ポンプユニット

ポンプ制御盤

減水警報

呼水槽

電極棒

制御

電源 3P

給水

消火水槽

自火報受信機

動力制御盤

S

S状態・警報

自動制御盤

ポンプ付属ケーブルは衛生設備工事支給とする。

排水槽
ポンプ

ポンプ付属ケーブル

コモン

停止

１台運転

２台運転

満水

電極

手元開閉器

制御

電源

5P

排水

動力制御盤

自動制御盤

電磁弁 自動制御盤

定水位弁

電極棒

定水位弁

遮断弁

電源

制御盤

遮断弁

電磁弁

電極棒

受水槽

制御信号検出信号

電極棒

高架水槽

揚水ポンプ

動力制御盤

ユニット

ユニット

停止

空転防止

定水位弁

自動制御盤

遮断弁

制御盤

電源

加圧給水ポンプ

動力制御盤

給水弁

遮断弁

制御盤

電源

警報

加圧給水ポンプ

空転防止
自動制御盤

動力制御盤

定水位弁

給水弁

水位センサーユニット

水位制御盤

ガス緊急遮断弁

セキュリティルーム・機械室  ガス消火工事

ダクトフード消火

消火ポンプユニット廻り

受水槽廻り（加圧給水方式）電極式

排水ポンプ廻り（湧水槽・雑排水槽）

受水槽廻り（高架水槽方式）

受水槽廻り（加圧給水方式）センサー付き

文書番号G73-23-20230314 共通特記仕様書６（工事区分図）

※　自動制御設備がない場合の警報は電気工事とする。

※　水位については衛生工事より提示する。

※　自動制御設備がない場合の電極および
　　　配線は電気工事とする。

排気

FAN

給気

電源

発停・状態・警報

S

S状態・警報

自動制御盤

排水槽
ポンプ

ポンプ付属ケーブル フロートスイッチ

手元開閉器

制御

電源

排水

動力制御盤

ジョイントボックス

＜フロートスイッチの場合＞＜電極の場合＞

状態・発停

換気ファン
停止信号

建築工事機器

建築工事配管配線

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版
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引込開閉器盤

Ｉ．工事概要

●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。

章 項目

○ 風圧力

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）

地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

○ 積雪荷重

建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　　　　　　　）

電気工作物保安規定

材料・機材の品質等 （１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の ① から ⑥ すべての事項を満たすものとし、

ただし、製造者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ

び性能を有するものとする。

この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出

して監督職員の承諾を受ける。

る。

電気設備工事　特記仕様書

特記事項

一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

一
般
共
通
事
項

備　　　　　考

　　　　工事

工　　　　事　　　　種　　　　目

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

４.指定部分

〇あり 範囲：

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、●印が付いた

ものを適用する。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

２．特記仕様

○ 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

機　材　名 製造業者等名

地上～窓中心

測　　　点

鏡上端～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

力
開閉器箱

動

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ブラケット（一般）

ブラケット（踊場）

ブラケット（鏡上）

床上～中心

床上～中心

コンセント（和室）

コンセント（一般）

スイッチ（一般）

スイッチ（和室）

コンセント（台上）

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

機　　　　　器

取引用計器

コンセント（車椅子用） 床上～中心

スイッチ（車椅子用）

天井～上端 　　　２００機器収容箱

テレビ端子（一般）

テレビ端子（和室）

都市ガス用検知器（重質）

都市ガス用検知器（軽質）

液化石油ガス用検知器

　１，１００

　１，３００

　　　９００

　１，５００

発　信　機

機器収容箱

表　示　灯

警報ベル

受　信　機

副受信機

床上～上端

天井～上端

床上～上端

　　　１５０

床上～操作部

床上～操作部

床上～操作部

床上～操作部

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　２，３００

　２，１００

８００～１，５００

８００～１，５００

　　　３００

８００～１，５００

８００～１，５００

壁付アッテネータ

壁付形スピーカ

ベル，ブザー，チャイム

壁付押しボタン（一般）

壁付アウトレット（一般）

壁付インターホン（一般）

　　　１５０

壁付発信機

　１，３００

　１，２００

　　　３００

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　１，３００

　１，３００

　２，３００

　１，３００

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心 　１，３００

取付高（ｍｍ） 機　　　　　器 測　　　点 取付高（ｍｍ）

　１，５００床上～中心機器収容箱（ＥＰＳ）

　　　９００

テレビインターホン（親機） 床上～中心 　１，４００テレビインターホン（親機） 床上～中心

テレビインターホン（子機） 床上～中心 約１，３５０

火
　
災
　
報
　
知

テ
レ
ビ

イ
ン
ター

ホ
ン

表
示
等

電
　
　
　
　
　
　
灯

時
計
拡
声

電
　
　
　
　
話

共
　
　
　
通

表２「機器取付高さ」

１，８００～２，０００

分　電　盤 １,５００（上限１,９００以下）

コンセント（厨房）

コンセント（車庫）

コンセント（機械室）

コンセント（屋外） 地上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　１，３００

８００～１，０００

５００～１，０００
１,０００～１,３００

台上～中心

　　　１５０

　　　１５０～２００

２,１００～２,３００

２,０００～２,５００

制御用スイッチ

１,５００（上限１,９００以下）

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　１，３００

　１，１００

　１，３００

呼出しボタン
(多機能トイレ用）

廊下表示灯（復旧ボタン付）

壁付インターホン（親機）

床上～中心 ４００

壁付インターホン（玄関子機）

集合保安器箱 天井～上端

端子盤（ＥＰＳなど）

端子盤（廊下、室内） 床上～下端

床上～中心 　１，５００

　　　３００
　　　２００

壁付電話機

壁付アウトレット（一般） 床上～中心 　　　３００

床上～中心壁付アウトレット（和室）

床上～中心 １，３００

　　　１５０

１,５００（上端１,９００以下）
天井高×０,９

天井高×０,９

天井高×０,９情報表示盤

　１，３００

　　　１５０

　　　３００

　　　３００

記　　　号

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｅ ｔ

Ａｔ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

ＬＡ

ＬＡ

Ｅ ＥＡ

Ｅ ＥＡ

１００Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　　　Ω以下

接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組Ｅ Ｄ

１００Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　　　Ω以下

ＬＨＥ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＬＨ

ＬＬ

Ｏ

Ｅ ＭＤ

　１０Ω以下

　１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

１００Ω以下１００Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

Ｅ

Ｅ

Ｓ

１００Ω以下

　　　Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組　　　Ω以下

１００Ω以下

Ｃ

E E Ｌ

１００Ω以下

５００Ω以下

Ｌｔ

　　　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

Ｅ Ｌｔ １００Ω以下

Ｄｔ

表１「接地極一覧表」

接地極の種別は下記を標準とし、ＥＢの長さは１，５００ｍｍとする。ただし、Ｄ＝１０は１，０００ｍｍ、

Ｗ＝３０は１，２００ｍｍとする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

ＥＰ×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

建物名称 構造
階数

塔屋地下地上
延面積(㎡)

消防法施行令

別表第１の区分
備考

２．建物概要

●

●

●

●

①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③　安定的な供給が可能であること。

④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

雷保護用接地

雷保護用接地

共　同　接　地

共　同　接　地

Ａ　種　接　地

Ｂ　種　接　地

Ｃ　種　接　地

Ｄ　種　接　地

漏電遮断器回路

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

電話引込口の保安器

アンテナ保安器

拡声増幅器

防犯装置用

測定用補助設置極

避雷器用（低圧用）

避雷器用（モデム用）

避雷器用（高圧用）

工
事
内
容

各
設
備

電動機出力(Kw）

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の値以上とする。

規約効率(％）

電動機出力(Kw）

規約効率(％）

0.4

86.0

0.75

88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

11.0

94.5

15.0

95.0

18.5

95.5

22.0

95.5

30.0

95.5

37.0

95.5

45.0

95.5

備考

（1）規約効率は、JEM－TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

（2）規約効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V,IP4X,6極50Hz

の電動機を駆動した時の値とする。

〇標準仕様書の受信調査を行う。(チャンネル数　　　）

５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井まで立上げる。

分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、ＪＩＳ協約形の１Ｐサイズ（

１００Ｖ２Ｐ１Ｅ、２００Ｖ２Ｐ２Ｅ）とする。

制御盤等で配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けない。動力設備

分電盤 ○

○

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（ＰＦ２２）を１本、

各
設
備

ネーム付とする

器具の蓋
アルミ製 ○ 樹脂製

特記の無いハーネスジョイント用ОＡタップは次の使用とする。

２Ｐ１５Ａ（接地極付き抜止型）×４　コード３ｍ（マグネット付き）通電表示灯付き

人感センサー用プレート 照明の人感センサー制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

材質：アクリル板 文字：印刷文字

便　所注意プレート設置室： ○

参考文例：「人の動きを検知して点灯いたします。一定時間動きがなければ消灯しますので、

近傍とする。ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

ＬＥＤ照明器具

天井内に取付けるターミナルユニット付きリモコンリレーの設置場所は、点滅系統内の第1照明器具

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般型（ＬＮ）」とする。

照度測定試験 一般照明の照度測定は、明るさセンサが設置される部屋がセンサ１個につき１ヶ所以上（明るさセン

サの設定値共）設置されない部屋は１ヶ所以上の測定を行う。

〇 ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ付きﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ

ＯＡ－フロア用配線

○ アスベスト含有製品 イ）撤去機器、器具等についてアスベスト含有製品調査を行い、監督職員に報告する。

調査範囲

調査方法

ロ）下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取部位及びサンプル数は監督職員

○

なお、調査にかかる費用は、○ ○

調査 （○ ○ ）

（○ ○

）

）

と協議する。

別途　とする。本工事

型番確認の上、製造者ヒアリング

○ 埋戻し及び盛土 種別

Ａ種 Ｂ種（ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）

○

○ ○

根切り土

50Ｈｚ

はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

非破壊検査

ロ）範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。

イ）放射線透過検査等による埋設物の調査　　　

あと施工アンカー イ）あと施工アンカー 接着系アンカー（　接着剤（有機系））

金属拡張系アンカー（　本体打込み式　）

ロ）試験 性能確認試験 行わない 行う

施工後確認試験 行う ○ 行わない

撤去跡の補修

支持金物・固定金具

施工に際し既存設備、施設等に損害を及ぼした場合は、原状に復旧する。既存施設等の復旧

機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は既存仕上げと同等の補修とする。

ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

再使用品の清掃等 再使用する機器類は現場内で清掃の上、絶縁抵抗を測定して取り付ける

既存盤の改修 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。下記盤類の改修等は、製造者等による作業と

分電盤 制御盤

盤類の工事完了後に、単線結線図の更新を行う。

盤類の改修完了後に下記資料を監督職員に提出する。

○ システム機能動作確認書 ○ 事前機能確認書 試験、調整確認書

○○

○

イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし、

屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

総合調整 各機器の個別運転後に下記の総合調整を行い、機能確認報告書を監督職員に提出する。

構内交換設備 構内情報通信網設備

照明装置 受変電設備

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－２５とする。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員

スなどは保温、結露防止の処理を行う。

の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

外部に面する壁、天井で建築工事でＰＦ板（スタイロホーム等）打ち込み箇所に取付ける位置ボック

新設する電線類は、図面に「ＥМ-○○」の記載がなくとも、ＥМ電線、ＥМケーブルを使用する。

屋外で使用する厚銅電線管のうち特記のないものは「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量300ｇ/㎡

以上）」仕上とする。

インサート 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

呼び線 長さ１ｍ以上の入線しない管路には、１．２ｍｍ以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。

○

フラッシプレート 金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製

フロアプレート

○ アルミ製

銅合金製 水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

発電機回路用コンセ 発電機回路に接続されるコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

ント

接地極の種別及び位 図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

置表示

下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

（ ○

塗装 居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

居室 ）○

機器取付高さ

保険 本工事の受注者は、工事期間中、工事目的物及び工事資材（支給材料を含む）に対して、下記により

(1) 加入する保険

(2) 保険金

(3) 保険の期間

(4) 保険契約の変更

(5) 保険証券等の提出

受注者は、工事の内容により、建設工事保険、火災保険、組立保険等のうち、１以上の保険に加入する。

原則として請負代金額とし、保険等に必要な一切の費用は受注者の負担とする

原則として工事着工日から工事完成３０日後までとする。

保険契約締結後に請負代金額の変更又は工期延長等があった場合は、相応の保険契約を変更すること。

○

●

電線本数、管路など

保温、結露防止

合成樹脂製可とう管

●

○ 外壁

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）　（以下「標準仕様書」という。）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）　（以下「改修標準仕様書」という。）

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）　（以下「標準図」という。）

最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を行う。電気工事士

〇

規約効率

○

○

●

○

○

〇 ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用 OAﾀｯﾌﾟ

●

〇 受変電盤

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

〇 受信調査

〇 インバータ装置の

〇 タンブラスイッチ

〇 〇

〇

〇

○

○

○ ○○

○○

〇 監視カメラ設備

○

○

○
工事内容●

○

○ はつり

　 電源周波数

直流電源装置

○

○ 交流無停電電源装置

環境への配慮● （１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に

すものとする。

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次

の①から④を満たすものとする。

①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクル

ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗

料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材

料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用

する。

③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含

有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデヒ

ド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

ものとする。

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の

①又は②該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

①　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒ

ド発散建築材料以外の材料

②　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

完成時の提出図書 書類名 製本仕様 備考規格 部数

完成図書● ● ● A4判 ● 設計・施工関係者一覧表、緊急連絡先一覧表、完成図

試験成績書（工場試験・現地試験）、出荷証明書・品

質証明書・規格証明書、保証書（施工・機器等を含む

一括保証）、官公署届出書類写し、備品リスト（鍵、

なお、一冊の厚さは10cm程度とする。

●完成図

（修正設計図）

二つ折り製本●

●

● A2判

A4判 ●

● ２

２

Ａ１判二つ折り

Ａ３判二つ折り

Ａ１判二つ折り

Ａ３判二つ折り２

２●

●

A2判●

●

二つ折り製本●施工図●

１

● ● ● ●官公署届出書類

市販ファイル

市販ファイル

A4判

A4判 １ 消防署、水道局、電力会社等

(副本は原本、届出は写し)

●

●

完成写真 市販ファイル● ● A4判 ● １

●工事写真 市販ファイル● ● A4判 １ 営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官

庁営繕部)による

保守管理案内書● ●市販ファイル A4判● ● ２ 日常保守管理案内書(使用者が容易に理解できるもの)

工事関係書類● 市販ファイル● ● A4判 ● １ 施工体制台帳・体系図、注文書・注文請書写し、退職

金共済等への加入状況がわかる書類の写し、材料検収

電子納品● ● CD-RまたはDVD-R ● ２

JWW、DXF、PDF等)

完成写真、工事写真のデータ(JPEG、PDF等)

機器完成図、機器取扱説明書等のデータ(PDF等)

完成図(修正設計図)及び施工図のCADデータ(元データ、

(修正設計図)、施工図、機器完成図、機器取扱説明書、

足場その他

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

本工事で設置する。

設けない。

監督職員事務所

設ける。（規模及び仕上げの程度、設置する備品等の種類及び数量は工事補足説明事項書による。）

〇 (建築工事の部）特記仕様書による。仮設工事

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に　

当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」

における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

●

●

○

●

○ Ｃ種内部足場○

外部足場○ ○ Ｃ種

防護シート ○ 設置する ○ 設置しない

材料、撤去材等の運搬方法（建築工事編２．２．１　表２．２．２による。）

仮設間仕切り

既設部分の養生 （●ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等　○　　　　　　　）

○ Ａ種

○ Ｆ種

○ Ａ種

Ｆ種○

種別

種別

種別

種別 ○ Ｂ種

○ Ｇ種

Ｂ種○

○

○ Ｄ種

Ｄ種 ○

○ Ｅ種

Ｅ種

○

○

Ａ種

Ａ種

○

○

Ｂ種

Ｂ種

○

○

Ｃ種

Ｃ種

○ Ｄ種 ○ Ｅ種

○行わない● 行う●

○

○

他工事との取合い 施工範囲　　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。

（１）設計用水平地震力

なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

　１．０

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

機器種別

機器

水槽類

屋上

及び塔屋

　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

　２．０

　２．０

　２．０

　１．５

　２．０

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　０．６

　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　１．０

　１．０

　０．６

　０．６

防振支持の機器

耐震措置 耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて建築設備耐震設計・施工指針（独立行政

（２）設計用鉛直地震力

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合

　は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

○

○

○ ○

○

●

●

○

●

工事種目

電気主任技術者の自家用電気工作物保安規程を適用する。

・Ｄ・Ｅ票写し等)を一括バインダー製本とする。

その他監督職員が指示するもの

保険契約を締結（変更を含む）した場合は、当該保険証券等の写しを監督職員に提出すること。

予備品等）、産業廃棄物処理関係書類(発生材調書、

誘
 
導
 
支
 
援
 
等

保険等に加入し、その証書の写しを監督職員に提出する。

協議する。

図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。ただし、表によりがたい場合は監督職員と

●

注）天井高さ３,０００ｍｍ以上の場合及び上記取付け高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

委託契約書写し、許可証写し、マニフェストＡ・Ｂ２

●

●なし

●

●

●

●

●

　 電線・ケーブル●

● 厚銅電線管

建物別

※「岩手県電子納品ガイドライン」による。

１．工事場所

●

経年検査

完成引渡し後、経年検査を行う。検査結果、不具合が認められた場合は、受注者の責において
対応するもの。この費用においては受注者が負担するもの。

〇 〇　あり（　12ヶ月目　）　　〇　なし

　　　　　　その際は再度身体を動かしてください。」

○　電　灯　設　備

○　動　力　設　備

○　電気自動車用充電設備

○　電　熱　設　備

○　雷　保　護　設　備

○　受　変　電　設　備

○　電力貯蔵設備

○　発　電　設　備

○　構内情報通信網設備

○　構内交換設備

○　情報表示設備

○　映像・音響設備

○　拡　声　設　備

○　誘導支援設備

○　テレビ共同受信設備

○　監視カメラ設備

○　駐車場管制設備

○　防犯・入退室管理設備

○　火災報知設備

○　中央監視制御設備

○　構内配電線路

○　構内通信線路

○　電波障害調査

○　建築工事

○　機械設備

ＬＥＤ照明器具（一般屋内用に限る）

照明制御装置

可変速電動機用インバータ装置

分電盤

制御盤

キュービクル式配電盤

高圧スイッチギア（CW型）

高圧スイッチギア（PW型）

高圧交流遮断器

高圧変圧器（特定機器）

高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器

直流電源装置、交流無停電電源装置

太陽光発電装置（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

監視カメラ装置

中央監視制御装置

関する基本方針（令和7年1月 閣議決定）」による特定調達品目の場合は判断の基準等を満た

機器の重量［ｋＮ］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

○　一般の施設

法人建築研究所　監修２０１４年版）による。

○ ○ ○中央監視装置

発電装置（防災用）

交換機

パワーコンディショナ

自動火災報知受信機

・重要機器は次のものを示す。

○○

動力盤 ○ 直流電源装置

交流無停電電源装置

○ ○

○

・水槽類とは、燃料小出し槽を含む。

（完成図と合冊可）

(表紙の色は指定とする)

簿(監督職員または補助監督員が押印したもの)、

会議議事録、工事打合簿(監督職員押印所有のもの)等

※詳細は監督職員の指示による

●

・別棟改修に伴う、電気設備工事　一式

・その他、電気設備工事　一式

・建物新築に伴う、電気設備工事　一式

R8岩手県営繕協議会版

○　特定の施設

○

岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3版
電気設備工事 特記仕様書-1

NS

NS ES-001

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

校舎棟 第一体育館 柔剣道場 第二体育館 プール
（付属棟）

駐輪場
１～６

ｾﾐﾅｰﾊｳｽ ﾚｽﾘﾝｸﾞ場

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
校舎棟 RC造 4 16,847.70 7項

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●

●●

●

３０

●

●配電盤、各種監視装置、防災ｱﾝﾌﾟ、19ｲﾝﾁﾗｯｸ

●

●

●

●

●

宮古市磯鶏三丁目９１番１ほか



岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3版 ES-002

電気設備工事特記仕様書

５　見本施工

見本施工範囲は下記とする。
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

見本施工に設置するものは、総合図に明記するすべてのものとする。

見本施工に使用したものを再利用し、本体工事に再設置しない。

４　塩害対策

屋外に設置される盤および部材は防錆用下地処理を施した後、エポキシ系
塗料またはウレタン樹脂系塗料にて100μｍ以上の塗装膜厚を確保する。
尚、防錆処理については上記と同等以上の品質が確保される場合は、
その他の方法でもよい。

ステンレス製の金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、ステンレス製
を用いる。

溶融亜鉛めっきを施した金属部材に使用するボルト、ナット、座金等は、
溶融亜鉛めっきを施したものとする。

第１編　一般共通事項

第１章　一般事項

第１節　総則
1.1.5
設計図書等
の取扱い

図面に記載された能力、機能等は表記された内容以上の性能を有するもの
とする。

1.1.6
関連工事の
調整

支給する材料及び機器は下記とする。

発注者直接工事は下記とする。

工事種目 発注先施工時期施工場所品名

補助金対象工事は下記とする。
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

補助金の申請に関わる書類作成（竣工後の報告書作成を含む）について、
作成および協力の業務は本工事に含むものとする。

1.1.12
関係法令等
の遵守

建築基準法、消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、
興業場法、高圧ガス保安法、建築物省エネ法、火災予防条例などの各種
法令、各種条例などに準拠し、施工すること。これら該当する法令、条例など
についてまとめ（調査、整理）監理者に提出する。

第２節　工事関係図書

1.2.3
施工図等

免震層及び屋上には、メンテナンスルート及び非免震部材との離隔を

施工図等は、防火区画，防煙区画・防火上主要な間仕切り，延焼ライン等

電気室、発電機室などは、3DCAD等を用いて、性能・メンテナンス上、

免震層は、3DCAD等を用いて、性能・メンテナンス上、問題がないことを

確認・図示する。

を明記する。

問題がないことを確認する。

確認する。

工事種目 品名 数量 品質(規格及び性能) 引渡場所 引渡時期

照明配置は点滅区分図、色温度区分図、照明器具種別(写真付)図、

放送区分図、防犯エリア図を作成し、監理者の確認を受ける。
監視カメラの映像範囲図を作成し、監理者の確認を受ける。

第４節　機器および材料

1.4.1
環境への
配慮

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に
定めるところにより、極力環境負荷を低減できる材料を選択し、その
リストを監理者に提出し協議する。

1.4.2
機材の
品質等

各機器の選定においては、施工図等に基づいた各種計算書の再計算を行い、
監理者の確認を受けること。

特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、発電設備、直流電源装置、無停

騒音に対する伝搬騒音計算書により確認する。
電電源装置等は、防振装置の選定に当たっては防振材選定計算書，許容

変圧器容量計算書 高調波電流計算書
発電機容量計算書 幹線容量計算書
照度計算書、照度分布図 テレビ出力レベル計算書
蓄電池容量計算書 増幅器容量計算書
過電流保護協調計算書 地絡保護協調計算書
避雷針風圧強度計算書 コンデンサ容量計算書
ケーブルラック計算書

各システムで使用する同一機器がある場合は、将来のメンテナンスを考慮し、
極力同一製造業者とする。
天井、壁に設置する、照明器具、配線器具、弱電機器等のサンプル品を提出
し、仕様、色味等の確認を行うこと。
資機材の選定は、製造業者の同等新製品への移行時期を確認の上、同等
性能以上の最新機器を納入する。

その他監理者が要求する施工図等を作成する。

照度分布図、調光エリア図を作成し、監理者の確認を受ける。

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

６　建築物省エネルギー消費性能適合性判定

「省エネ適合判定」は、下記による。
標準入力法 モデル建物法

「省エネ適合判定」の計画書・添付図書に記載されたメーカー定格能力、
台数仕様を変更する場合、受注者は変更該当部分の１次エネルギー消費量
および計算書等を作成し、基準値以内にあることを確認の上、監理者へ提出
する。なお、第三者認証（日本産業規格（JIS）など）による確認を受けられない
機材を選定する場合は、メーカーの自己適合宣言書などをもとに書類作成し、
監理者へ提出する。

受注者は、「省エネ基準工事監理報告書」に記載されている事項について、
資料を準備し、監理者へ提出する。（施工写真，施工図，施工計画書，
検査記録書，製品ラベル，自主検査記録書，納入仕様書，品質証明書等）

国土交通大臣による認定

停電時に電源供給する負荷がある場合、各部屋毎に供給する負荷毎のリスト
を作成し、監理者に提出の上、確認を受ける。

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｃ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

（ｂ）

（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｄ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｅ）

（ｅ）

（ｆ）

（ｆ）

（ｇ）
（ｈ）

耐震計算書

海岸より２km以内に設置する電気設備機器には下記対策を施す。

機器名 備考
高低圧配電盤
動力盤・分電盤

発　電　機

長さ１ｍ以上の通線を行わない配管には、導入線（1.2ｍｍ以上の樹脂

機械室、電気室等不特定多数の者の出入りしない場所以外に敷設する

被覆線等）を挿入する。

側面及び下部面を耐火ボード等により遮蔽する。もしくはノンハロンケーブル

二重天井内のケーブルを集中して束ねる場合は、許容電流について
必要な補正を行い、配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる。

1.4.4
機材の
検査等

（ａ）電気設備場外立会検査試験の対象は下記とする。

（ｂ）場外立会検査試験　共通事項は下記とする。
場外立会検査にあたり、試験内容は監理者との協議による。
設計変更等により、監理者が騒音、振動や性能機能上、場外立会検査が

監理者（設計者含む）が、場外検査および場外試験の立会に要する

必要と判断した場合、協議の上、上記以外の項目についても場外立会検査
を行う。

交通費、宿泊費等の実費は受注者負担とする。

第５節　施工
1.5.1
施工

第６節　完成、検査

完成、検査 （ａ）関係官庁その他、中間、竣工完成に関わる検査は、受注者がその責任において
行う。監理者の立会が必要な場合は連絡する。

（ａ）足場桟橋類
建築工事請負者が定置したものは無償で使用できる。
本工事ですべて設置する。

（ｂ）工事用仮設物
構内に設置することが できる できない

（ｃ）残土処分
構内指示の場所に敷きならしとする。
構外搬出とし、搬出処理費は本工事とする。

（ｄ）塗装工事
屋内、屋外の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等放散量の極力
少ないものを選定し、ＪＩＳ等の材料規格において放散量の規格があ
る場合はＦ☆☆☆☆とする。

屋外の露出管路

地下部分のトレンチ内配管

諸機械室、ＥＰＳ以外の露出配管
電気室、発電機室、通信機械室の露出配管

各設備の施工後の測定を行う。

おける接地抵抗測定（電圧降下法による）

（ｂ）医用接地の接地抵抗測定（電圧降下法による）
測定時期（                           　　　　　　　　　　　　  ）接地極完成時 建物完成時

測定箇所（                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）指定する箇所　　箇所
（ｃ）照　度 一般照明は主要室

非常用照明は全室
（ｄ）発電機 騒音測定　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）機側１ｍ、排気口１ｍ、敷地境界
（ｅ）音　響 検査対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
検査項目 遮音性能 室内音響特性

設備騒音測定 電気音響設備動作試験
（ｆ）電磁シールド

検査対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　）
（ｇ）その他

1.5.4
施工の検査
に伴う試験

分電盤、動力制御盤、端子盤などの二次側以降の配線経路、電線太さ、
電線本数、管径などは、監理者の確認を受けて変更できる。

（ｅ）電線・ケーブル

（ｆ）躯体埋込配管
躯体埋込配管は、建築工事の鉄筋コンクリート構造基準図、および躯体内
埋込配管等の補強及び配管要領による。

（ｇ）地中配線
全ての地中埋設管路には、埋設シートを設けること。

（ｈ）接地極
接地極は、図中特記なきは下記による。
接地極ごとに水切端子を２個設置する。

接地極の規格・数量
共用接地 EA,D 10Ω以下 EB(14φ)×３連－２組　以上

接地抵抗記号接地の種類

共用接地 E

Ω以下
Ａ種接地 E 10Ω以下
Ｂ種接地 E
Ｃ種接地
Ｄ種接地 EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
高圧避雷器用
交換装置用

EAt通信用（10Ω）
EDt通信用（100Ω）
ELt

100Ω以下
電話引込口の保安器用
測定用

（ｉ）サージ保護装置（ＳＰＤ）
下記の機器には、ＳＰＤを設置する。

防災センターまたは中央監視室内に設置される主要機器

屋外設置の動力制御盤、電灯分電盤の電源部
屋外線路に接続される動力制御盤、電灯分電盤の電源部

その他設計図による

（ｋ）大地の抵抗率の測定
要 不要

　 　金属管の塗装

屋上躯体埋込配管は行わず、露出配管方式，ケーブルラック方式等により、
施工する。

耐火ケーブルをケーブルラックにより敷設する部分は、ケーブルラックの

全箇所

EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上

EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(14φ)×３連－２組　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上
EB(10φ)×１(L＝1,000mm)　以上

10Ω以下

10Ω以下
100Ω以下
10Ω以下

10Ω以下
10Ω以下

100Ω以下

A,C,D

A

B

EC

ED

ELH

E t

EO

（ａ）構造体利用とした接地極、環状接地極、網状接地極又は基礎接地極の場合に

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1.4.3
機材の
搬入

電気機材の搬入について、手順や安全対策、資格者の確認等を記載した
搬入計画書を作成し、監理者の確認を受けること。また搬入後速やかに
搬入報告書を監理者に提出すること。

幹線の各盤への立下げは、図示が無い場合はケーブルラックによる。

電動機接続部は、ケーブルサイズが電動機端子台より大きくなる場合は、

屋上に敷設のケーブルラック及び配管は、筋交いなどの耐震措置を行い
躯体に堅牢に支持する。

プルボックスによる施工とする。

敷設するときは、相互が接触しないように隔壁を取り付ける。
同一のボックスやハンドホール、OAフロア内に電力線及び弱電流線を

（ａ）

第２章　共通工事

第１節　仮設工事
2.1.1
一般事項

1.6.1

機器名 備考

高圧CVケーブルは水トリ―対策として、E-Eタイプとする。

（電力監視装置、中央監視装置、自動火災報知設備受信機、防災アンプ、
ELV監視盤、ITV監視装置、防犯監視装置、照明制御盤など）

屋外線路に接続される通信機器、弱電機器の通信部

（ｊ）腐食調査
危険物施設の審査基準等で必要な場合は腐食調査（地表面電位勾配、
土壌抵抗測定、土壌pH測定など）を行い監理者に報告書を提出すること。

とする。（東京消防庁管内のみ）

図面に記載されたメーカー名、品番、姿図、寸法は参考とする。（ｂ）

非常電源供給機器プロット図（照明、コンセント、その他）を作成し、監理者の

（ｉ）

確認を受ける。

（ｊ）
主要機器は、将来更新時の搬出入計画書を作成し、監理者の確認を受ける。

上記以外での土中埋設の腐食調査を行い監理者に報告書を提出すること。

文書番号G73-23-20240301

　　　　　　○ホッチキス　○穴あけパンチ　○ハサミ　○事務用ファイル
　　　　　　○筆記用具　○定規　○三角スケール　○コンベックス　○蛍光ペン
　　　　事務用品一式（人数分）:
　　　　　　○監理者用設計図書：○A1判2つ折製本　　部　　○A3判2つ折製本　　部
　　　　　　○各工事適用基準文書一式
　　　　工事監理に必要な図書:

検査に必要な器具懐中電灯
ゴム長靴安全靴安全帯ヘルメットフォルダー

キャップ（濃紺色）防寒着（濃紺色）雨かっぱ
消火器温湿度計壁掛け時計靴箱ゴミ箱
冷蔵庫洗面設備給茶設備流し台ホワイトボード

予定表ホワイトボード図面整理棚見本品棚書棚
衣類ロッカーいすワークテーブル6人掛け打合せテーブル
机及び脇机シュレッダーA3版対応カラー複合機電話

　(ｱ）監理者事務所には、照明・電力・給排水衛生・冷暖房等の設備を設け、
(2)監理者事務所の設備、備品等

　　　上記に要する費用は、維持、運用費を含め受注者の負担とする。
　　　上記のほかに（　　）人程度が着席可能な会議室を設置。（受注者等と共用で可）　

（男女別、ロッカー○3人用　○9人用　○12人用　○15人以上）　
　　　上記のほか更衣室を設置する。
　　　上記のほかトイレを設置する。（○監理事務所内　○隣接）　
　　　　　　　○　　　㎡程度（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
　　　　　　　○100㎡程度（机10、6人掛けテーブル4、書棚5，他）　
　　　　　　　○60㎡程度（机6、6人掛けテーブル2、書棚3，他）　
　　　　　　　○40㎡程度（机4、6人掛けテーブル1、書棚2，他）　
　　　　　　　○20㎡程度（机2、6人掛けテーブル1、書棚1，他）　
　　　規模及び仕上げの程度：
　　　　　　　○設けない
　　　　　　　○設ける（　　　　　　　　　　　）　
　　　設置：○設ける（建築工事による）　
(1)監理者事務所

　　●ＴＶ会議システム：一式（Webカメラ（ＦＨＤ以上）、マイクスピーカー）

　　○液晶プロジェクター（ＦＨＤ以上）　○映写スクリーン
　　○A1版図面スキャナー（○モノクロ対応  ○カラー対応）　
　　○A1版図面プロッター（○モノクロ対応  ○カラー対応）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○（ 　　　　　　　　　　　　　　　    ）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○Adobe Acrobat　○写真画像管理ソフト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○AutoCAD　○Revit　〇Rhinoceros
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○MS Word　○MS Excel　○MS PowerPoint
　　　　アプリケーション（指定バージョン）：○ウイルスチェックソフト　〇ＴＶ会議ソフト
　　　　OS：○Windows 10 Pro 又は Windows 11 Pro 64bit版　〇（　　　　　）
　　　　グラフィック性能：○AutoDesk社公認グラフィックボード搭載　
　　　　ディスプレイ：○液晶24インチFHD　○液晶31インチWQHD
　　　　ドライブ：○DVD-multi ○DVD-スーパーmulti ○DVD-ROMコンボ

　　　　RAM容量：○16GB以上 ○32GB以上 ○64GB以上
　　　　CPU性能：○Core i5 3.2GHz以上  ○Core i7 3.5GHz以上同等品
　　○CAD情報対応可能PC  ○１セット　○２セット　○(  )セット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○（ 　　　　　　　　　　）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○Adobe Acrobat　○写真画像管理ソフト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○MS Word　○MS Excel　○MS PowerPoint
　　　　アプリケーション(指定バージョン）：○ウイルスチェックソフト
　　　　OS：○Windows 10 Pro 又は Windows 11 Pro 64bit版　〇（　　　　　）
　　　　ディスプレイ：○液晶（24インチ以上）　
　　　　ドライブ：○DVD-multi ○DVD-スーパーmulti ○DVD-ROMコンボ
　　　　ストレージ容量：○SSD 500GB以上　○（　　　　　）  
　　　　RAM容量：○8GB以上　○16GB以上
　　　　CPU性能：○Core i3 2.5GHz以上  ○Core i5 2.5GHz以上
　　●OA情報対応可能PC  〇３セット　○４セット　○５セット　○(  )セット
　　●Wifi環境（無線LANにてインターネット接続が可能な設備）　
　　　　○単独引込とする　○受注者のネットワーク回線と同じ回線とする。
　　●光回線等により、常時インターネット接続のできる環境。

一切受注者の負担とする。
　　●ICT環境設備に要する費用は、機器セット、インストール、維持、運用費を含め 
　(ｲ）監理者事務所には、次のICT環境を備える

　　●液晶ＴＶ（65インチ ＦＨＤ以上、スタンド付き）

　　　　ストレージ容量：○SSD 1TB以上　○（　　　　　）  

　　●タブレット（ipad 10インチ以上防水ケース共）　〇2台　〇3台　〇4台　〇（　　）台

掲示すべき表示のうち、「設計者・監理者看板」を支給する。
については大きさ、書体、仕上げ、取付位置等あらかじめ監理者と協議する。掲示
工事名称・発注者・設計者・監理者等の表示を設ける。その他の看板等の掲示物

　 仮囲いや外部足場外面に、関係法令に定める掲示物のほか、監理者の指示する
(3)工事名称等の表示

　　　 次の備品を含む。

第２編　電気設備工事特記事項

１　電線類

一般電線、一般ケーブル

(第2編 1.1.1) 

ＥＭ電線、ＥＭケーブル（但し規格されてないものは除く）

(第6編 1.1.1) （ａ）電線種別

（ｃ）線名札

(第2編 2.1.1) 

幹線（電力ケーブルおよび通信ケーブル）は、両端末部分、分岐部分、
各階シャフト内に線名札を設け、幹線名称・ケーブル種別・経路・施工年・
施工者を明記した表示を行う。表示の方法は耐候性に優れたものと
する。

銅
アルミ

（ｂ）ケーブル導体種別



岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校

校舎新築(電気設備)工事

A1版

件名

図面名称 縮尺 図面番号

訂正 ・

・

・

・

・ A3版 ES-003

２　電線保護物類

（ａ）金属管及び附属品
屋外及び床ピット等の配管は、厚鋼電線管（溶融亜鉛めっき）を
使用する。

（ｂ）PF管及び附属品
躯体打ち込み配管のサイズは、最大（ＰＦ２２）までとする。

（ｃ）金属製可とう電線管及び附属品
電動機接続部分及びエキスパンション等に使用する。
また、水気のある場所や湿気の多い場所はビニル被覆付とする。

（ｄ）プルボックス

鋼板製
屋内設置

ステンレス鋼板製 合成樹脂製

溶融亜鉛めっき鋼板製
床下、ピット内等湿気、水気の多い場所

ステンレス鋼板製 合成樹脂製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製 合成樹脂製
（ｅ）金属ダクト

鋼板製
屋内設置

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製
（ｆ）金属トラフ

鋼板製
屋内形

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外形

ステンレス鋼板製
（ｇ）ケーブルラック

メラミン樹脂焼付塗装
屋内設置

溶融亜鉛めっき鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
床下、ピット内等湿気、水気の多い場所

ステンレス鋼板製

溶融亜鉛めっき鋼板製
屋外設置

ステンレス鋼板製

屋外形は、屋根形としメンテナンス時にカバー上部に乗ることができる
保護カバー

タイプとする。
（ｈ）防火区画等の貫通部に用いる材料

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定品を使用する。

(第2編 1.2.1
 ～ 1.2.10) 
(第6編 1.2.1
 ～ 1.2.3) 

第３編　その他特記補足事項

１　結露対策

また、配管接続部はシリコン系コーキング材を充填し、空気の流通を抑える。

２　放射線防護措置

若しくは、その背面および側面に厚さ２mm以上の鉛により防護措置を行う。

３　気密性能確保

汚染空気の流入を防ぐため、防塵パッキン及びシール材充填により気密性を
確保する。

４　遮音性能確保

５　指定色塗装

９　改修工事

（ａ）再使用機材(改修　第1編 
取外し後、再使用する機材

図示による

（ｂ）事前調査
施工に先立ち、下記の事前調査を行い、監理者に提出する。

各変圧器の最大負荷容量

(改修　第1編 

電灯コンセント回路、配線及び負荷容量
電力制御盤回路の配線及び負荷容量
制御回路
地中埋設物

配線ルート

（ｃ）養生
（１）養生の範囲

機材搬入及び撤去機材搬出経路
改修工事後も使用する建築物、設備、備品等
監理者と協議による

昇降機 既設機器

（２）養成の方法
ビニールシート、合板等
他保管場所へ移動（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）既設機器 備品

（ｄ）撤去
（１）施工時間の指定

建築工事に準ずる
休日
土曜日

夜間（17　時から　　　時まで）

（２）撤去前に内容物の回収を要する機器、配管等
発電設備燃料（燃料タンク、油配管、燃料槽等）
場外搬出適性処理 場内指定場所に保管

祭日
指定時間（　　　時から　　　時まで）

（３）撤去後の補修及び開口部等の補修
補修の必要な箇所は図示による

（４）穴開け及び補修
既存コンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けはダイヤモンド
カッターによる
貫通場所、口径は図示による

（ｅ）基礎工事
機器用基礎

新設 既設再利用
既設機器用基礎の補修

モルタル補修

照明器具

防塵塗装仕上げ

（ｆ）仮設間仕切り(改修　第1編 
 2.2.3) 建築工事で設置 本工事で設置

Ｃ種（単管下地を組み、全面シート張りを行う）

Ｂ種（軽量鉄骨材料により支柱を組み、片面に厚さ９ｍｍの合板張り

Ａ種（軽量鉄骨材料により支柱を組み、両面に厚さ９ｍｍの合板張り

　　　又は、厚さ９．５ｍｍ石こうボード張りにて行う）

　　　又は、厚さ９．５ｍｍ石こうボード張りを行い、内部にグラス
　　　ウール等充填を行う）

仮設間仕切りの片面塗装等の仕上げ（　　　　　　　　　　　　　　　）

アルミ製

要 不要

鉄製 木製合板張り

６　製造者名

下記の納入する機器及び製品は表面に製造者名は表示しない。 

 1.5.2)

 1.4.3)
結露の恐れがある部分に設置するボックスは、断熱カバーなどの結露対策を行う。

放射線使用室の壁に盤、ボックスなどを埋め込む場合、鉛入素材を用いる。

清浄度ISOクラス７以下のクリーンルームに設ける機器、ボックス、電線管等は

軽量間仕切り壁に埋め込むボックス等の開口部には、壁材の遮音性能にあわせて

露出天井やメッシュ天井上部などに布設する配管、支持材、ケーブルおよびケーブル

下記機器類は、指定色塗装とする。対象エリアは図示による。

電算関連室に設置する材料や機器は、ウィスカ対策が施された材質のものとする。

遮音シートや遮音カバーなどにより、遮音対策を行う。

ラックは指定色カバー取付けや指定色塗装を行う。

（ｇ）仮設間仕切りの種別

（ｈ）仮設間仕切りの仕上げ

（ｉ）仮設扉の種類

各種プレート 非常照明
スピーカプレート誘導灯 監視カメラ
自動火災報知感知器映像音響機器

９　点検口

各点検口の裏面には、点検対象物の機器種類・番号などを記載する。

７　ウィスカ対策

ＯＡフロア内に収納している電源接続部や通信接続部をOAフロア床材表面にて

８　ＯＡフロアマーカー

認識出来るようにＯＡフロアマーカー等にて表示する。

コンクリート充填

10　保守工具等

保守工具とし、ペンチ、ドライバー、ニッパー、電工ナイフ
絶縁抵抗計（500V、1000V）、テスター、高圧用検電器、低圧用検電器、工具箱
を納入する。

(改修　第1編 
 1.7.1～1.7.3)

(改修　第1編 
 1.8.1～1.8.6)

(改修　第1編 
 2.13.1)

文書番号G73-23-20240301

〇受変電設備　〇盤類　〇発電機　〇直流電源　〇ＵＰＳ 
〇アッテネータ　〇スピーカー　〇カードリーダー　 〇電気時計　〇車路管制機器
〇その他
　（　　　　　　　　　）、（　　　　　　　　　）、（　　　　　　　　　）、（　　　　　　　　　）

対応室
サーバー室

対応箇所
二重床 天井内 室内

仕様
吊り材・支持金物・架台は、溶融亜鉛めっきとし、電気めっきを使用しない。

分電盤2次側のケーブルは、電源種別毎（一般、非常・保安）に色分け

接地線は用途毎に色分けを行う。

（ｄ）色区分

を行う。

バスダクトについては、電源種別（1φ、3φ）及び用途（AC、GC）等で色分け
を行う。


